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(57)【要約】
　本発明は、約０．１％～約９５％の量において、少なくとも１つの生分解性ポリマーを
含み、前記生分解性ポリマーが、３７℃より高いガラス転移温度（Ｔｇ）を有し、約５０
０～６００００ｇ／ｍｏｌの範囲内の分子量（Ｍｎ）を有するチューインガムであって、
前記チューインガムが、約５重量％未満の天然樹脂を含むチューインガムに関する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　約０．１％～約９５％の量において少なくとも１つの生分解性ポリマーを含み、前記生
分解性ポリマーが、３７℃より高いガラス転移温度（Ｔｇ）を有するチューインガム。
【請求項２】
　約２～６０重量％の量において、前記少なくとも１つの生分解性ポリマーを含む、請求
項１に記載のチューインガム。
【請求項３】
　前記生分解性ポリマーが、約４０℃より高いガラス転移温度（Ｔｇ）を有する、請求項
１または２のいずれか１項に記載のチューインガム。
【請求項４】
　天然樹脂を実質的に含まない、請求項１乃至３のいずれか１項に記載のチューインガム
。
【請求項５】
　前記少なくとも１つの生分解性ポリマーを含む前記チューインガムが、少なくとも１つ
のエラストマー化合物をさらに含む、請求項１乃至４のいずれか１項に記載のチューイン
ガム。
【請求項６】
　前記生分解性ポリマーが、前記エラストマー化合物について可塑化効果を有する、請求
項１乃至５のいずれか１項に記載のチューインガム。
【請求項７】
　２～５０％の範囲の量において、前記生分解性ポリマーを含む、請求項１乃至６のいず
れか１項に記載のチューインガム。
【請求項８】
　前記チューインガムが、５～４０％の範囲、好ましくは、１０～３０％の範囲の量にお
いて前記生分解性ポリマーを含む、請求項１乃至７のいずれか１項に記載のチューインガ
ム。
【請求項９】
　５～２５％の範囲の量において前記生分解性ポリマーを含む、請求項１乃至８のいずれ
か１項に記載のチューインガム。
【請求項１０】
　前記生分解性ポリマーが、３８℃より高いガラス転移温度（Ｔｇ）を有する、請求項１
乃至９のいずれか１項に記載のチューインガム。
【請求項１１】
　前記生分解性ポリマーが、３８℃～９０℃の範囲のガラス転移温度（Ｔｇ）を有する、
請求項１乃至１０のいずれか１項に記載のチューインガム。
【請求項１２】
　前記生分解性ポリマーが、４１℃～７５℃の範囲のガラス転移温度を有する、請求項１
乃至１１のいずれか１項に記載のチューインガム。
【請求項１３】
　前記生分解性ポリマーが、４２℃～６５℃の範囲のガラス転移温度を有する、請求項１
乃至１２のいずれか１項に記載のチューインガム。
【請求項１４】
　前記生分解性ポリマーが、４３℃～４８℃の範囲のガラス転移温度を有する、請求項１
乃至１３のいずれか１項に記載のチューインガム。
【請求項１５】
　前記チューインガムの約５重量％未満、好ましくは、３重量％未満、最も好ましくは、
約２重量％未満の天然樹脂を含む、請求項１乃至１４のいずれか１項に記載のチューイン
ガム。
【請求項１６】
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　前記生分解性ポリマーが、５００～２２０００ｇ／ｍｏｌの範囲、好ましくは、５００
～１５０００ｇ／ｍｏｌの範囲の分子量（Ｍｎ）を有する、請求項１乃至１５のいずれか
１項に記載のチューインガム。
【請求項１７】
　前記生分解性ポリマーがポリエステルである、請求項１乃至１６のいずれか１項に記載
のチューインガム。
【請求項１８】
　前記生分解性ポリエステルポリマーが、環状モノマーの開環重合により得ることができ
る、請求項１乃至１７のいずれか１項に記載のチューインガム。
【請求項１９】
　前記環状モノマーが、環状エステルおよび環状カーボネートの群から選択される、請求
項１乃至１８のいずれか１項に記載のチューインガム。
【請求項２０】
　前記環状モノマーが、Ｄ，Ｌ－ラクチド、Ｌ－ラクチド、グリコリド、ε－カプロラク
トン、δ－バレロラクトン、トリメチレンカーボネート（ＴＭＣ）およびジオキサノンの
群から選択される、請求項１乃至１９のいずれか１項に記載のチューインガム。
【請求項２１】
　前記環状モノマーの少なくとも１つが、高Ｔｇ誘導モノマーである、請求項１乃至２０
のいずれか１項に記載のチューインガム。
【請求項２２】
　前記ポリエステルが、高Ｔｇ誘導モノマーの単一タイプの重合により得ることのできる
ポリマーである、請求項１乃至２１のいずれか１項に記載のチューインガム。
【請求項２３】
　前記ポリエステルが、少なくとも２つの異なる高Ｔｇ誘導モノマーの重合により得るこ
とのできるコポリマーである、請求項１乃至２２のいずれか１項に記載のチューインガム
。
【請求項２４】
　前記ポリエステルが、少なくとも１つの低Ｔｇ誘導モノマーと、少なくとも１つの高Ｔ
ｇ誘導モノマーとの重合により得ることのできるコポリマーである、請求項１乃至２３の
いずれか１項に記載のチューインガム。
【請求項２５】
　前記少なくとも１つの高Ｔｇ誘導モノマー対前記少なくとも１つの低Ｔｇ誘導モノマー
のモル比が、７５／２５～９９／１の範囲、好ましくは、８５／１５～９９／１の範囲で
ある、請求項１乃至２４のいずれか１項に記載のチューインガム。
【請求項２６】
　前記少なくとも１つの高Ｔｇ誘導モノマー対前記少なくとも１つの低Ｔｇ誘導モノマー
のモル比が、９０／１０～９９／１の範囲、好ましくは、９５／５～９９／１の範囲であ
る、請求項１乃至２５のいずれか１項に記載のチューインガム。
【請求項２７】
　前記少なくとも１つの高Ｔｇ誘導モノマー対前記少なくとも１つの低Ｔｇ誘導モノマー
のモル比が、９５／５～９８／２の範囲である、請求項１乃至２６のいずれか１項に記載
のチューインガム。
【請求項２８】
　前記少なくとも１つの高Ｔｇ誘導モノマーが、Ｄ，Ｌ－ラクチド、Ｌ－ラクチドおよび
グリコリドを含むモノマーの群から選択される、請求項１乃至２７のいずれか１項に記載
のチューインガム。
【請求項２９】
　前記少なくとも１つの低Ｔｇ誘導モノマーが、ε－カプロラクトン、δ－バレロラクト
ン、トリメチレンカーボネート（ＴＭＣ）およびジオキサノンを含むモノマーの群から選
択される、請求項１乃至２８のいずれか１項に記載のチューインガム。
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【請求項３０】
　前記開環重合が、１つまたは複数の開始剤で開始される、請求項１乃至２９のいずれか
１項に記載のチューインガム。
【請求項３１】
　前記開始剤が、前記生分解性ポリエステルポリマーの約０．０１～１．０重量％を含む
、請求項１乃至３０のいずれか１項に記載のチューインガム。
【請求項３２】
　前記開始剤の少なくとも５０モル％、好ましくは、少なくとも７０モル％が二官能性で
ある、請求項１乃至３１のいずれか１項に記載のチューインガム。
【請求項３３】
　前記ポリエステルポリマーが、実質的に線状である、請求項１乃至３２のいずれか１項
に記載のチューインガム。
【請求項３４】
　前記実質的に線状のポリエステルポリマーが、５０％より多い線状ポリマー鎖を含む、
請求項１乃至３３のいずれか１項に記載のチューインガム。
【請求項３５】
　前記実質的に線状のポリエステルポリマーが、７０％より多い線状ポリマー鎖を含む、
請求項１乃至３４のいずれか１項に記載のチューインガム。
【請求項３６】
　前記実質的に線状のポリエステルポリマーが、８０％より多い線状ポリマー鎖を含む、
請求項１乃至３５のいずれか１項に記載のチューインガム。
【請求項３７】
　前記生分解性ポリエステルポリマーが、多官能酸もしくはこの誘導体および／または多
官能アルコールもしくはこの誘導体の縮合重合により得ることができる、請求項１乃至３
６のいずれか１項に記載のチューインガム。
【請求項３８】
　前記多官能酸が、乳酸およびグリコール酸の群から選択される、請求項１乃至３７のい
ずれか１項に記載のチューインガム。
【請求項３９】
　前記多官能酸が、ポリヒドロキシカルボン酸またはヒドロキシカルボン酸である、請求
項１乃至３８のいずれか１項に記載のチューインガム。
【請求項４０】
　前記チューインガムが、前記チューインガムの少なくとも５重量％、好ましくは、少な
くとも１０重量％の量においてエラストマー化合物を含む、請求項１乃至３９のいずれか
１項に記載のチューインガム。
【請求項４１】
　前記少なくとも１つのエラストマー化合物が、生分解性エラストマーである、請求項１
乃至４０のいずれか１項に記載のチューインガム。
【請求項４２】
　前記生分解性エラストマーが、少なくとも１つのアルコールまたはこの誘導体と、少な
くとも１つのカルボン酸またはこの誘導体との重合により得ることができる、請求項１乃
至４１のいずれか１項に記載のチューインガム。
【請求項４３】
　水分含有量が、前記チューインガムの３重量％未満、好ましくは、１．５重量％未満、
最も好ましくは、１重量％未満である、請求項１乃至４２のいずれか１項に記載のチュー
インガム。
【請求項４４】
　香料添加剤、甘味剤、充填剤、軟化剤、乳化剤、および活性成分を含む群から選択され
る１つまたは複数のチューインガム成分を含む、請求項１乃至４３のいずれか１項に記載
のチューインガム。
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【請求項４５】
　前記香料添加剤が、酸および、味の特徴に影響を及ぼすことのできるその他の物質を含
めて、天然植物成分、エッセンシャルオイル、エッセンス、抽出物、粉末の形態における
天然および合成香味料を含む、請求項１乃至４４のいずれか１項に記載のチューインガム
。
【請求項４６】
　前記チューインガムの全重量を基準にして、０．０１～約２５重量％の量、好ましくは
、０．１～約５重量％の量において香料添加剤を含む、請求項１乃至４５のいずれか１項
に記載のチューインガム。
【請求項４７】
　前記チューインガムの約０～約２０重量％、さらに一般的には、前記チューインガムの
約０～約１０重量％の量において少なくとも１つの軟化剤を含む、請求項１乃至４６のい
ずれか１項に記載のチューインガム。
【請求項４８】
　乳化剤の量が、前記チューインガムの０～１８重量％の範囲である、請求項１乃至４７
のいずれか１項に記載のチューインガム。
【請求項４９】
　前記甘味剤が、バルク甘味剤、および高強度甘味剤、ならびにこれらの組合せを含む群
から選択される、請求項１乃至４８のいずれか１項に記載のチューインガム。
【請求項５０】
　糖を含む、請求項１乃至４９のいずれか１項に記載のチューインガム。
【請求項５１】
　糖を含まない、請求項１乃至５０のいずれか１項に記載のチューインガム。
【請求項５２】
　前記バルク甘味剤が、前記チューインガムの約５～約９５重量％、好ましくは、約２０
～約８０重量％の量を構成する、請求項１乃至５１のいずれか１項に記載のチューインガ
ム。
【請求項５３】
　前記チューインガムの約０～約１．２重量％、好ましくは、約０．１～約０．６重量％
の量において高強度甘味剤を含む、請求項１乃至５２のいずれか１項に記載のチューイン
ガム。
【請求項５４】
　前記チューインガムの約０～約５０重量％、さらに一般的には、約１０～約４０重量％
の量において充填剤を含む、請求項１乃至５３のいずれか１項に記載のチューインガム。
【請求項５５】
　少なくとも１つの着色剤を含む、請求項１乃至５４のいずれか１項に記載のチューイン
ガム。
【請求項５６】
　前記チューインガム成分が、活性成分を含む、請求項１乃至５５のいずれか１項に記載
のチューインガム。
【請求項５７】
　ハードコーティング、ソフトコーティングおよび食用フィルムコーティングを含む群か
ら選択される外側コーティングで被覆される、請求項１乃至５６のいずれか１項に記載の
チューインガム。
【請求項５８】
　前記外側コーティングが、結合剤、水分吸収成分、フィルム形成剤、分散剤、粘着防止
成分、充填剤、香料添加剤、着色剤、薬剤としてまたは化粧品として活性な成分、脂質成
分、ワックス成分、糖、酸および分解性ポリマーの咀嚼後の分解を促進することのできる
物質を含む群から選択される少なくとも１つの添加剤成分を含む、請求項１乃至５７のい
ずれか１項に記載のチューインガム。
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【請求項５９】
　前記生分解性ポリマーが、５００～４００，０００ｇ／ｍｏｌの範囲、好ましくは、５
００～２００，０００ｇ／ｍｏｌ（Ｍｎ）の範囲の分子量（Ｍｎ）を有する、請求項１乃
至５８のいずれか１項に記載のチューインガム。
【請求項６０】
　前記生分解性ポリマーが、５００～１５０，０００ｇ／ｍｏｌの範囲の分子量（Ｍｎ）
を有する、請求項１乃至５９のいずれか１項に記載のチューインガム。
【請求項６１】
　前記生分解性ポリマーが、約６０，０００ｇ／ｍｏｌ未満の分子量（Ｍｎ）を有する、
請求項１乃至６０のいずれか１項に記載のチューインガム。
【請求項６２】
　前記チューインガムの少なくとも０．５重量％、好ましくは、少なくとも１重量％の量
においてエラストマー化合物を含む、請求項１乃至６１のいずれか１項に記載のチューイ
ンガム。
【請求項６３】
　前記チューインガムの少なくとも５重量％、好ましくは、少なくとも８重量％の量にお
いてエラストマー化合物を含む、請求項１乃至６２のいずれか１項に記載のチューインガ
ム。
【請求項６４】
　前記チューインガムの約１重量％～４０重量％の範囲内の量においてエラストマー化合
物を含む、請求項１乃至６３のいずれか１項に記載のチューインガム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、チューインガムの分野に関し、特に、本発明は、ガムベースおよび３７℃よ
り高いガラス転移温度（Ｔｇ）を有する生分解性ポリマーを含むチューインガムを提供す
る。
【背景技術】
【０００２】
　屋内または屋外環境において捨てられるチューインガムは、捨てられたガムが、例えば
、通りおよび舗道表面ならびにその周りに住んでいるまたは通行している人々の衣服およ
び靴にしっかりとくっ付き、大変な迷惑および不都合さを引き起すことは一般的に認識さ
れている。その様な迷惑および不都合さにかなり拍車をかけているのは、従来のチューイ
ンガム製品が、環境において実質的に非分解性である天然または合成由来のエラストマー
および樹脂状ポリマーの使用を基本としていることにある。
【０００３】
　捨てられたチューインガムの残留物を清掃するには、多くの場合費用が掛かりしかも満
足な結果が得られない。
【０００４】
　チューインガムの普及に伴う迷惑を減少させる試みとしては、例えば、清掃方法の改善
またはチューインガム配合物中への粘着防止剤の導入が挙げられている。しかしながら、
これらの予防策は、汚染問題の解決にはあまり寄与していない。
【０００５】
　最近、環境作用によりさらに容易に分解することができる、および／または代謝経路を
経て除去される小さな化合物に加水分解することができる合成ポリエステルに対する関心
が増大している。
【０００６】
　米国特許第５６７２３６７号においては、チューインガムが、光の影響下でまたは加水
分解的に、水溶性で非毒性化合物に分解できる、そのポリマー鎖において化学的に不安定
な結合を有するある種の合成ポリマーで作られることが開示されている。米国特許第５６
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７２３６７号においては、環状エステル、例えば、ラクチド、グリコリド、およびε－カ
プロラクトンの重合により得られるその様なポリマーは、生分解性であると言われている
。さらに、この文献によれば、チューインガムに適用される場合のその様なポリマーは、
高くても３７℃のガラス転移温度を有する。
【０００７】
　実質的に人体の温度であるこのガラス転移温度の上限は、生分解性チューインガムポリ
マーの分野内の従来技術全体の一般的な前提である。実質的に人体の温度より低くチュー
インガムポリマーのガラス転移温度を保持することの重要性は、ガラス転移温度（Ｔｇ）
に関わる基本的性質の論理的帰結と思われる。通常、Ｔｇは、ポリマーが著しい性質の変
化を受ける時点の温度として大まかに定義されている。したがって、Ｔｇは、ポリマー構
造が、加熱によって「ゴム状」に、そして冷却によって「ガラス状」に変化する温度と言
うこともできる。
【０００８】
　したがって、ガラス転移温度は、生分解性チューインガムポリマーの従来技術において
は、一般的に、実質的に人体の温度より低く保持される。
【０００９】
　その様な従来技術のチューインガムポリマーの一例は、国際公開第００／１９８３７号
パンフレットにおいて開示されており、そこでは、カプロラクトンは、毒性である可能性
があり、咀嚼物質として避けられるべきであることが述べられている。適用されるポリマ
ーが低Ｔｇ誘導モノマーを含まない場合、Ｔｇは高過ぎることが分かる。したがって、多
量の可塑剤が、低いＴｇを有するポリ（Ｄ，Ｌ－乳酸）ポリマーを得るために使用される
。国際公開第００／１９８３７号パンフレットによれば、Ｔｇは、高い値から低い値に移
され、これにより、国際公開第００／１９８３７号パンフレットにより得られるポリマー
は、より一層ゴム状で弾性的である。
【００１０】
　チューインガムにおけるトリアセチン等の可塑剤のこれらの多量の使用の欠点は、特に
、チューインガムが、酸または脂肪等のかなり強烈なチューインガム成分を含む場合、チ
ューインガムの堅牢性を危うくするということである可能性がある。
【００１１】
　ガムベースまたはチューインガム成分に関して、組み合わされた有利な質感および堅牢
性を得るための別の方法は、生分解性ポリマーと、異なる種類の天然樹脂とを混合するこ
とである。樹脂化合物は、所望の咀嚼性を得るのに寄与し、ガムベース組成物のエラスト
マーに対する可塑剤として作用する。
【００１２】
　従来のチューインガムベースにおける樹脂としては、一般的に、ポリ酢酸ビニル（ＰＶ
Ａ）等の合成樹脂および多くの場合、エステルガムと言われるロジンエステル等の天然樹
脂が挙げられる。さらに、部分的に水素化されたロジンのグリセロールエステル、重合し
たロジンのグリセロールエステル、部分的に二量化されたロジンのグリセロールエステル
、タリー油（ｔａｌｌｙ　ｏｉｌ）ロジンのグリセロールエステル、部分的に水素化され
たロジンのペンタエリスリトールエステル、ロジンのメチルエステル、部分的に水素化さ
れたロジンのメチルエステルおよびロジンのペンタエリスリトールエステル等の天然樹脂
は、チューインガムベースにおいて一般的に適用される。チューインガムにおいて一般的
に適用されるその他の樹脂化合物としては、アルファ－ピネン、ベータ－ピネン、および
／またはｄ－リモネン由来のテルペン樹脂等の合成樹脂および天然テルペン樹脂が挙げら
れる。
【００１３】
【特許文献１】米国特許第５６７２３６７号
【特許文献２】国際公開第００／１９８３７号パンフレット
【特許文献３】米国特許第５３１０８６５号
【特許文献４】米国特許第４２７３９２０号
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【非特許文献１】Ｈ．Ｐ．Ｆｉｅｄｌｅｒ、Ｌｅｘｉｋｏｎ　ｄｅｒ　Ｈｉｌｆｓｔｏｆ
ｆｅ　ｆｕｒ　Ｐｈａｒｍａｃｉｅ、Ｋｏｓｍｅｔｉｋ　ｕｎｄ　Ａｎｇｒｅｎｚｅｎｄ
ｅ　Ｇｅｂｉｅｔｅ、６３～６４頁（１９８１年）
【特許文献５】国際公開第００／２５５９８号パンフレット
【非特許文献２】ＵＳ　ｃｏｄｅ　ｏｆ　Ｆｅｄｅｒａｌ　Ｒｅｇｕｌａｔｉｏｎｓ、Ｔ
ｉｔｌｅ　２１、Ｓｅｃｔｉｏｎ　１８２．５０１３．１８２　５９９７および１８２．
８０１３～１８２．８９９７
【非特許文献３】Ｍａｒｔｉｎｄａｌｅ、Ｔｈｅ　Ｅｘｔｒａ　Ｐｈａｒｍａｃｏｐｏｅ
ｉａ、２８ｔｈ　ｅｄｉｔｉｏｎ、５４７～５７８頁
【非特許文献４】Ｊ．Ｄｅｎｔ．Ｒｅｓ．Ｖｏｌ．２８、Ｎｏ．２、１６０～１７１頁、
１９４９年
【非特許文献５】Ｆｏｏｄ　ａｎｄ　Ｄｒｕｇ　Ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｏｎ、ＣＦＲ
、Ｔｉｔｌｅ　２１、Ｓｅｃｔｉｏｎ　１７２，６１５、ｔｈｅ　Ｍａｓｔｉｃａｔｏｒ
ｙ　Ｓｕｂｓｔａｎｃｅｓ、Ｓｙｎｔｈｅｔｉｃ
【特許文献６】米国特許出願第２００４／０１１５３０５号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　本発明の目的は、天然樹脂成分の分解性の欠如の故に、天然樹脂の適用を回避すること
である。
【００１５】
　合成樹脂のポリ酢酸ビニル（ＰＶＡ）は、環境において実質的に非分解性であり、した
がって、ガムベースにおけるこの樹脂ポリマーの使用は、チューインガムの非分解性に高
い影響力を有する。ＰＶＡは、通常、分子量範囲に依存する量においてガムベースに添加
され、それによって、つまりガムベースに伸縮性または弾性を与える。ガムベース組成物
において使用されるＰＶＡの合計量は、通常、全ガムベース組成物を基準にして、約５％
～９５重量％である。一般的に、チューインガムベースにおけるＰＶＡの量は、１０～３
０％の範囲であり、したがって、全体のガムベース組成物の主要部分を構成する。この合
成樹脂は環境において実質的に非分解性であるので、ガムベースにおけるこの成分は、そ
の様なガムベースを基にしたチューインガムの全体の非分解性に顕著に寄与する。
【００１６】
　本発明の目的は、チューインガムに適し、改善された分解性を有する生分解性ポリマー
を創り出すことである。
【００１７】
　本発明のさらなる目的は、特に分解性であり、チューインガムの樹脂部分を置き換えて
もよいポリマーを含むチューインガムを調製することである。
【００１８】
　本発明のさらなる目的は、例えば、分解方法および／または分解残渣に関して、改善さ
れた生分解性を有するチューインガムポリマーを得ることである。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　本発明は、約０．１％～約９５％の量において、少なくとも１つの生分解性ポリマーを
含み、前記生分解性ポリマーが、３７℃より高いガラス転移温度（Ｔｇ）を有するチュー
インガムに関する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　本発明の実施形態において、チューインガムは、約０．１％～約９５％の量において、
少なくとも１つの生分解性ポリマーを含み、前記生分解性ポリマーが、３７℃より高いガ
ラス転移温度（Ｔｇ）を有し、約５００～６００００ｇ／ｍｏｌの範囲内の分子量（Ｍｎ
）を有し、前記チューインガムは、約５重量％未満の天然樹脂を含む。
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【００２１】
　本発明の実施形態によれば、チューインガムの低分子量ポリマー成分、すなわち、約５
００～４０００００ｇ／ｍｏｌの範囲内の分子量（Ｍｎ）を有する生分解性成分の高Ｔｇ
は、適用される低分子量ポリマーの改善された効果をもたらす。換言すれば、本発明によ
り、低分子量ポリマー成分の改善された効果が得られた。その様な改善は、例えば、安定
性に関して顕著であり得る低分子量ポリマーの全体量を減少させる可能性をもたらす可能
性がある。これは、特に、生分解性チューインガムを取り扱う場合に顕現する。
【００２２】
　本発明によれば、最終的なチューインガムにおける天然樹脂の量は、所望の生分解性が
、利用可能な天然樹脂の性質により危うくなることから、低く保たれるべきである。
【００２３】
　さらに、本発明の実施形態によれば、高Ｔｇポリマーの使用は、例えば、ラクチドベー
スまたはグリコリドベースの生分解性ポリマーを取り扱う場合に、より生分解性であると
みなすことのできる高Ｔｇ誘導モノマーの使用を促進する。したがって、ラクトンポリマ
ーの分解性は、ラクチドまたはグリコリドポリマー程速くはなく、さらに、ラクトンポリ
マーの分解生成物は、ラクチドおよび／またはグリコリドポリマーの分解生成物よりも好
ましくない。さらに、本発明による高Ｔｇ性の適用は、有利なポリマーモノマーの使用を
促進する。本発明の有利な実施形態によれば、生分解性ポリマーは、ラクチドおよび／ま
たはグリコリド単独の基盤で実質的に作られてもよく、および／またはラクトンの含有量
は最小限にされてもよい。
【００２４】
　本発明の好ましい実施形態によれば、チューインガムは、約２重量％未満の天然樹脂を
含むべきである。
【００２５】
　本発明の実施形態において、前記チューインガムは、約２～６０重量％の量において前
記少なくとも１つの生分解性ポリマーを含む。
【００２６】
　本発明の実施形態において、前記生分解性ポリマーは、約４０℃より高いガラス転移温
度（Ｔｇ）を有する。
　本発明の実施形態において、前記チューインガムは天然樹脂を実質的に含まない。
【００２７】
　本発明の好ましい実施形態によれば、天然樹脂の使用は、天然樹脂がもし存在すれば、
一般的な合成ポリエステルベースポリマーに比べてほとんど生分解性を示さないというこ
とで、完全に生分解性であるとみなされ得るチューインガムを得るためには避けられるべ
きである。
【００２８】
　本発明により避けられるべきである天然樹脂としては、多くの場合、例えば、部分的に
水素化されたロジンのグリセロールエステル、重合したロジンのグリセロールエステル、
部分的に二量化されたロジンのグリセロールエステル、タリー油ロジンのグリセロールエ
ステル、部分的に水素化されたロジンのペンタエリスリトールエステル、ロジンのメチル
エステル、部分的に水素化されたロジンのメチルエステル、ロジンのペンタエリスリトー
ルエステルを含むエステルゴムと言われる天然ロジンエステルが挙げられる。
【００２９】
　本発明の実施形態によれば、ある文献によれば極めて長期間にわたって高温において幾
らかの分解性を有し得るそれらの天然樹脂であっても、量の多少に関わらず本発明では受
け入れられない。
【００３０】
　その他の樹脂化合物として、アルファ－ピネン、ベータ－ピネン、および／またはｄ－
リモネン由来のテルペン樹脂等の合成樹脂、天然テルペン樹脂が挙げられる。その様な樹
脂は、本発明により生分解性であるとはみなされない。したがって、これらは、量の多少
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に関わらず本発明では受け入れられない。
【００３１】
　本発明の目的は、天然樹脂成分の分解性の顕著な欠如の故に、天然樹脂の適用を回避す
ることである。本発明によれば、少なくとも３７℃の高Ｔｇを有する生分解性ポリマーは
、低Ｔｇの生分解性ポリマーよりも、樹脂化合物として大きな効果を有する。したがって
、高Ｔｇの生分解性ポリマーは、天然樹脂のための優れた置換体であり得る。
【００３２】
　本発明のさらなる実施形態において、チューインガムにおける樹脂置換の量は、本発明
の有効な高Ｔｇポリマーを適用する場合は低くされてもよい。
【００３３】
　本発明の実施形態において、前記少なくとも１つの生分解性ポリマーを含む前記チュー
インガムは、少なくとも１つのエラストマー化合物をさらに含む。
【００３４】
　本発明の実施形態において、前記生分解性ポリマーは、前記エラストマー化合物につい
て可塑化効果を有する。
【００３５】
　本発明の好ましい実施形態において、３７℃より高いＴｇを有する生分解性ポリマーは
、チューインガムのエラストマー部分に対して可塑剤として機能する。換言すれば、本発
明の実施形態によれば、高Ｔｇ生分解性ポリマーは、一般的に、樹脂化合物の役割である
エラストマー可塑剤として作用する。したがって、本発明の生分解性チューインガムポリ
マーは、生分解性樹脂と言われてもよい。
【００３６】
　本発明の実施形態において、最終的なチューインガムにおける、高Ｔｇの１つまたは複
数の生分解性樹脂および１つまたは複数のエラストマー化合物を含めたポリマーの全含有
量は、好ましくは、チューインガムの５～９０重量％の範囲、好ましくは、２０～７０重
量％の範囲であってもよい。ポリマー含有量が低過ぎると、柔らか過ぎて、口の中で溶解
し、完全に飲み込まれるか、咀嚼するには小さ過ぎる水不溶性部分を残すチューインガム
をもたらす可能性がある。一方、ポリマー含有量が高過ぎると、チューインガムは、極端
に硬くなりおよび／またはバラバラになる可能性がある。妥当なポリマー含有量の限界内
では、本発明による高Ｔｇの生分解性樹脂を含むチューインガムの質感を様々に調整可能
である。
【００３７】
　本発明の実施形態において、前記チューインガムは、２～５０％の範囲の量において前
記生分解性ポリマーを含む。
【００３８】
　本発明によれば、チューインガムの堅牢性は、チューインガムのポリマー部分の量の増
加によって高められてもよい。特に、本発明によれば、エラストマー含有量を一定水準に
保持し、本発明による高Ｔｇの生分解性ポリマーの量を増加する場合は、チューインガム
の堅牢性は明らかに高められてもよい。
【００３９】
　本発明の実施形態において、前記チューインガムは、５～４０％の範囲、好ましくは、
１０～３０％の範囲の量において前記生分解性ポリマーを含む。
【００４０】
　チューインガムの製造においては、エラストマー化合物および樹脂化合物間のバランス
をとることが重要である点に注目されるべきである。本発明によれば、人体温度よりも高
い高Ｔｇの生分解性ポリマーは、チューインガムにおける樹脂ポリマーの少なくとも１つ
として適当である。樹脂状の生分解性ポリマーの量は、好ましくは、チューインガムの全
体のポリマー部分を包含すべきではない。使用される実際のエラストマーによって、樹脂
含有量は、最終的なチューインガムの質感を改善し得るエラストマーの高含有量のための
余地を作るために有利に低下されてもよい。



(11) JP 2008-523826 A 2008.7.10

10

20

30

40

50

【００４１】
　本発明の実施形態において、前記チューインガムは、５～２５％の範囲の量において前
記生分解性ポリマーを含む。
【００４２】
　本発明によれば、最終的なチューインガムの質感は、高Ｔｇポリマーの量を調整するこ
とにより設計されてもよい。チューインガムにおける生分解性ポリマーの十分な量は、本
発明によれば、好ましくは、低Ｔｇを有する比較可能なポリマーを使用する場合に必要と
される量よりも著しく下げられてもよい。
【００４３】
　本発明の実施形態において、前記生分解性ポリマーは、３８℃より高いガラス転移温度
（Ｔｇ）を有する。
【００４４】
　本発明の実施形態において、チューインガムは、チューインガムの少なくとも０．５重
量％、好ましくは、少なくとも１重量％の量においてエラストマー化合物を含む。
【００４５】
　本発明の実施形態において、チューインガムは、チューインガムの少なくとも５重量％
、好ましくは、少なくとも８重量％の量においてエラストマー化合物を含む。
【００４６】
　本発明の実施形態において、チューインガムは、チューインガムの約１重量％～４０重
量％の範囲内の量においてエラストマー化合物を含む。
【００４７】
　本発明によれば、高Ｔｇ生分解性ポリマーは、これによって樹脂化合物として大きな強
度を有する、すなわち、チューインガムにおけるエラストマー化合物に対して有利な可塑
剤または溶剤とみなされてもよい。
【００４８】
　本発明の実施形態において、前記生分解性ポリマーは、３８℃～９０℃の範囲のガラス
転移温度（Ｔｇ）を有する。
【００４９】
　以前は、チューインガムに適用されるポリマーは、論理的に、Ｔｇは、ポリマーがガラ
ス状であるか咀嚼可能であるかの間の限界であるから、人体温度より低いＴｇ値を有さね
ばならないことが前提とされていた。ところが、驚くべきことに、人体温度よりも十分に
高いＴｇ値を有するポリマーは、樹脂の機能、すなわち、チューインガムのエラストマー
に対して可塑剤としての機能を与え得るので、最終的なチューインガムの咀嚼性を損なう
ことなく、人体温度よりも十分に高いＴｇ値を有するポリマーを適用することが可能であ
ることが分かった。
【００５０】
　本発明の実施形態において、前記生分解性ポリマーは、４１℃～７５℃の範囲のガラス
転移温度を有する。
【００５１】
　本発明の実施形態において、前記生分解性ポリマーは、４２℃～６５℃の範囲のガラス
転移温度を有する。
【００５２】
　本発明の実施形態において、前記生分解性ポリマーは、４３℃～４８℃の範囲のガラス
転移温度を有する。
【００５３】
　本発明は、好適な樹脂性を有し、極めて分解性である生分解性ポリマーを含むチューイ
ンガムに関する。さらに、本発明の生分解性チューインガムポリマーの分解生成物は、こ
れらが生化学経路の一部であるので特に望ましい。
【００５４】
　本発明の生分解性ポリエステルポリマーのＴｇが、口中温度よりも２～３℃高く、口中
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温度よりも高くて約１０～２０℃以下である場合、本発明の有利な実施形態は、最終的な
チューインガムにおいて硬過ぎる質感を与えることなく、樹脂性および弾性可塑化化合物
としての機能が高いものとして得られてもよい。
【００５５】
　さらに、高い堅牢性は、このＴｇ範囲のＴｇを有する生分解性ポリマーを含むチューイ
ンガムにおいて得られてもよい。
【００５６】
　本発明の実施形態において、前記生分解性ポリマーは、１０００～４００００ｇ／ｍｏ
ｌの範囲、好ましくは、１０００～２５０００ｇ／ｍｏｌの範囲の分子量（Ｍｎ）を有す
る。
【００５７】
　本発明の好ましい実施形態によれば、該当する生分解性ポリマーの相対的に低い分子量
は、最終的なチューインガムの所望の質感をもたらす要因の１つである。低分子量ポリマ
ーは、エラストマーポリマーとの組合せにおいて有用である樹脂性、一般的には可塑化効
果を与えるべきである。
【００５８】
　本発明の実施形態において、前記生分解性ポリマーは、３０００～２２０００ｇ／ｍｏ
ｌの範囲、好ましくは、３０００～１５０００ｇ／ｍｏｌの範囲の分子量（Ｍｎ）を有す
る。
【００５９】
　本発明の実施形態によれば、可塑化効果は、分子量を下げた場合に改善されてもよい。
従来の合成樹脂の分子量に幾分近い分子量が好ましいとされてもよい。
【００６０】
　本発明の実施形態において、前記生分解性ポリマーは、ポリエステルである。
　本発明の実施形態において、前記生分解性ポリエステルポリマーは、環状モノマーの開
環重合により得ることができる。
【００６１】
　本発明の実施形態によれば、有利な生分解性ポリエステルポリマーは、環状モノマーを
基にして得られてもよい。
【００６２】
　本発明の実施形態において、前記環状モノマーは、環状エステルおよび環状カーボネー
トの群から選択される。
【００６３】
　本発明の実施形態において、環状エステルおよび／または環状カーボネートから得られ
る生分解性ポリエステルポリマーは、質感および分解性に関して好ましい性質を有する本
発明によるチューインガムを与えてもよい。
【００６４】
　本発明の実施形態において、前記環状モノマーは、Ｄ，Ｌ－ラクチド、Ｌ－ラクチド、
グリコリド、ε－カプロラクトン、δ－バレロラクトン、トリメチレンカーボネート（Ｔ
ＭＣ）およびジオキサノンの群から選択される。
【００６５】
　本発明の実施形態において、前記環状モノマーの少なくとも１つは、高Ｔｇ誘導モノマ
ーである。
【００６６】
　本明細書において、「高Ｔｇ誘導モノマー」および「低Ｔｇ誘導モノマー」という用語
は、単独でまたはこれらのそれぞれのグループにおいて重合した場合に、それぞれに、高
いおよび低いＴｇのポリマーをもたらすモノマーを意味する。本明細書においては、得ら
れる高Ｔｇおよび低Ｔｇのポリマーは、少なくとも５００Ｍｎの分子量を有するポリマー
として理解されてもよい。換言すれば、高Ｔｇおよび低Ｔｇ誘導モノマーという用語は、
少なくとも５００Ｍｎのポリマーに重合された場合に、好ましくは、ポリマーの高Ｔｇま
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たは低Ｔｇをもたらし得るモノマーに対して使用される。本明細書において、高Ｔｇは、
口中温度よりも高いＴｇとして定義され、低Ｔｇは、口中温度よりも低いＴｇとして同様
に定義される。
【００６７】
　チューインガムエラストマー可塑剤ポリマー、または本発明による生分解性樹脂とも呼
ばれるポリマーは、本明細書においては、このポリマーを、樹脂に似た性質を有するポリ
エステルであるポリマーを指そうとする場合は、「ポリエステル樹脂」と呼ばれてもよい
。
【００６８】
　本発明の実施形態において、ポリエステル樹脂は、高Ｔｇを有するホモポリマーまたは
コポリマーを形成するラクチドもしくはグリコリド等の高Ｔｇ誘導モノマーの１つまたは
複数の種類から由来するモノマー単位を含む。
【００６９】
　本発明の実施形態において、高Ｔｇ誘導モノマーは、Ｄ，Ｌ－ラクチド、Ｌ－ラクチド
、およびグリコリドの中から選ばれてもよい。
【００７０】
　少なくとも１つの高Ｔｇ誘導モノマーを適用することで観察される望ましい効果は、通
常のチューインガムポリマーよりも硬くて弾性の少ないチューインガムポリマーを得るこ
とであってもよい。その様なポリマーは、最終的なチューインガムにおいて満足な質感を
示すことが観察されている。
【００７１】
　本発明の実施形態において、前記ポリエステルは、高Ｔｇ誘導モノマーの単一タイプの
重合により得ることのできるポリマーである。
【００７２】
　本発明の実施形態において、生分解性ポリエステルポリマーは、高Ｔｇ誘導モノマーだ
けの１タイプを基にしたホモポリマーである。このタイプの好ましいポリマーは、ポリ（
ラクチド）またはポリ（グリコリド）であってもよい。
【００７３】
　本発明の実施形態において、前記ポリエステルは、少なくとも２つの異なる高Ｔｇ誘導
モノマーの重合により得ることのできるコポリマーである。
【００７４】
　本発明の実施形態において、ポリ（ｄ，ｌ－ラクチド－コ－グリコリド）等のコポリマ
ーは、本発明によるチューインガムにおいて、高Ｔｇ生分解性ポリマーとして適用されて
もよい。コポリマーを導入することの目的は、その様なコポリマーが無定形であって、ホ
モポリマーよりも結晶質でなくてもよいということ、およびこれらの特徴が、最終的なチ
ューインガムの有利な質感特性にさらに貢献してもよいということであってもよい。
【００７５】
　本発明の実施形態において、前記ポリエステルは、少なくとも１つの高Ｔｇ誘導モノマ
ーと少なくとも１つの低Ｔｇ誘導モノマーとの重合により得ることのできるコポリマーで
ある。
【００７６】
　本発明の実施形態において、少量の低Ｔｇ誘導モノマーが、得られるコポリマーのＴｇ
を調節するためにポリマー鎖に導入される。本発明により、３８℃より高いＴｇを保持し
ながら、ポリマーの質感は、本発明の好ましい実施形態により、コポリマーにおける低Ｔ
ｇ誘導モノマーの割合を調節することによって調整されてもよい。
【００７７】
　本発明の実施形態において、生分解性樹脂ポリマーの高Ｔｇは、樹脂状化合物としての
効果を改善し、それによって、チューインガムのエラストマー部分を可塑化するための樹
脂の必要量を少なくする。
【００７８】
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　本発明の実施形態において、高Ｔｇ生分解性ポリマーの構造は、弾塑性で著しい無定形
性を有するポリマーを与えるために、コポリマーにおける高Ｔｇおよび低Ｔｇ誘導モノマ
ー間のバランスによって調整されてもよい。これによって、本発明による最終的なチュー
インガムの好ましい品質が達成されてもよい。
【００７９】
　弾塑性を有するポリマーは、弾性および樹脂性の両方を含んでもよく、低温においては
エラストマーとして、高温においては樹脂（エラストマー可塑剤）として作用してもよい
。
【００８０】
　本発明の実施形態において、少なくとも１つの高Ｔｇ誘導モノマー対少なくとも１つの
低Ｔｇ誘導モノマーのモル比は、７５／２５～９９／１の範囲、好ましくは、８５／１５
～９９／１の範囲である。
【００８１】
　低Ｔｇおよび高Ｔｇ誘導モノマー間のその様な比の利点は、改善された弾塑性の特徴が
得られてもよいことである。
【００８２】
　本発明の実施形態において、少なくとも１つの高Ｔｇ誘導モノマー対少なくとも１つの
低Ｔｇ誘導モノマーのモル比は、９０／１０～９９／１の範囲、好ましくは、９５／５～
９９／１の範囲である。
【００８３】
　本発明の実施形態において、少なくとも１つの高Ｔｇ誘導モノマー対少なくとも１つの
低Ｔｇ誘導モノマーのモル比は、９５／５～９８／２の範囲である。
【００８４】
　本発明の実施形態において、前記少なくとも１つの高Ｔｇ誘導モノマーは、Ｄ，Ｌ－ラ
クチド、Ｌ－ラクチドおよびグリコリドを含むモノマーの群から選択される。
【００８５】
　これらのモノマー単位がポリマーの相対的に大きな部分を構成する場合の利点は、分解
生成物に関して得られてもよい。目標が生分解性チューインガムを得ることにある場合は
、モノマーまたはオリゴマー分解生成物が環境において望ましいものであるということは
、チューインガムの有用性に対して顕著に貢献する可能性がある。これは、例えば、ラク
トン等の低Ｔｇ誘導モノマーが多くの場合高い割合で使用される従来の生分解性チューイ
ンガムポリマーの分解生成物に比べて乳酸、グリコール酸等の画分としての分解生成物が
増加されてもよいので、本発明により得られ得るものである。
【００８６】
　本発明のチューインガムにおける生分解性樹脂におけるこれらの高Ｔｇ誘導モノマーの
適用は、一般的に、好適で非毒性の分解生成物を伴う分解性の速度に関して幾つかの重要
な利点を含む。これに加えて、これらのモノマー化合物は、低価格で購入されてもよい。
【００８７】
　ポリマーにおける高Ｔｇ誘導モノマーの割合を増加することにより、得られるポリマー
のＴｇは上昇し、実験では、弾性化合物と組み合わせて、チューインガムにおいてその様
な硬い弾力のないポリマーを適用する場合は、所望のチューインガム特性を得ることが実
際に可能であることが示された。
【００８８】
　本発明の実施形態において、前記少なくとも１つの低Ｔｇ誘導モノマーは、ε－カプロ
ラクトン、δ－バレロラクトン、トリメチレンカーボネート（ＴＭＣ）およびジオキサノ
ンを含むモノマーの群から選択される。
【００８９】
　少なくとも部分的にこれらのモノマーで作られるポリマーに関しては、これらは、分解
速度に関して幾分あいまいさを表してもよい。確かに、これらは、ＰＶＡまたは天然樹脂
等の従来のチューインガムポリマーよりもより一層急速に分解する。しかしながら、ポリ
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（ｄ，ｌ－ラクチド）等の高Ｔｇポリマーと比べた場合、これらは、遅い速度で分解する
ことが観察される場合がある。したがって、分解性側面を考慮した場合、高Ｔｇ誘導モノ
マーの量は、有利に増加されてもよい。
【００９０】
　本発明の実施形態において、ε－カプロラクトンは、価格考慮の理由からδ－バレロラ
クトンよりも好ましい。
【００９１】
　本発明の実施形態において、前記開環重合は、１つまたは複数の開始剤により開始され
る。
【００９２】
　本発明の実施形態において、前記開始剤は、前記生分解性ポリエステルポリマーの約０
．０１～１．０重量％を含む。
【００９３】
　本発明の実施形態において、前記開始剤の少なくとも５０モル％、好ましくは、少なく
とも７０モル％は二官能性である。
【００９４】
　本発明の実施形態において、二官能性開始剤のモル比率は、生分解性ポリマーの線状性
を調節するために使用されてもよい。二官能性およびそれ以上の官能性開始剤の両方が使
用される場合、二官能性開始剤のモル比率の増加は、線状性を増加し、一方、それ以上の
官能性開始剤における増加は、ポリマーにおいてさらに分岐を誘発する可能性がある。
【００９５】
　本発明の実施形態において、チューインガムの有利な堅牢性および質感は、高Ｔｇの相
対的に低い分子量の生分解性ポリエステルポリマーが、高度の線状性および結晶性を得る
場合に得られてもよい。チューインガムにおける生分解性樹脂としての優れた性質は、こ
れによって得られてもよい。
【００９６】
　したがって、優れた樹脂性は、特に、口中温度よりも高いガラス転移温度を有する生分
解性ポリマーが、若干結晶質で線状の領域がその中に導入される場合に、繊細なエラスト
マー可塑化性を獲得してもよいということに由来するものであってもよい。
【００９７】
　本発明の実施形態において、二官能性開始剤の好ましいグループは、例えば、１，２－
プロパンジオール等のジオール開始剤であってもよい。
　本発明の実施形態において、前記ポリエステルポリマーは、実質的に線状である。
【００９８】
　本発明の実施形態において、高線状性は、高Ｔｇ生分解性ポリマーの改善されたエラス
トマー可塑化機能と関連するものであってもよい。さらに、高線状性は、また、本発明の
実施形態において、少量の生分解性樹脂ポリマーは、本発明による最終的なチューインガ
ムの所望の質感を得るために必要とされるということを必然的に伴ってもよい高結晶性を
意味してもよい。
【００９９】
　本発明の実施形態において、前記実質的に線状のポリエステルポリマーは、５０％を超
える線状ポリマー鎖を含む。
【０１００】
　したがって、本発明の実施形態において、本発明の生分解性ポリマーの高割合の線状性
は、チューインガムの高堅牢性および好ましい質感に寄与してもよい。
【０１０１】
　本発明の実施形態において、前記実質的に線状のポリエステルポリマーは、７０％を超
える線状ポリマー鎖を含む。
【０１０２】
　本発明の実施形態において、前記実質的に線状のポリエステルポリマーは、８０％を超
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える線状ポリマー鎖を含む。
【０１０３】
　これによって、本発明の実施形態において、さらなる改善が、高Ｔｇ生分解性ポリエス
テルポリマーのエラストマー可塑化機能に関して得られてもよい。
【０１０４】
　本発明の実施形態において、前記生分解性ポリエステルポリマーは、多官能酸またはこ
の誘導体および／または多官能アルコールまたはこの誘導体の縮合重合により得られる。
【０１０５】
　カルボン酸からポリマーを製造するための重縮合方法の例は、米国特許第５３１０８６
５号および米国特許第４２７３９２０号において開示されている。
【０１０６】
　本発明の実施形態において、前記多官能酸は、乳酸およびグリコール酸の群から選択さ
れる。
【０１０７】
　本発明の実施形態において、前記多官能酸は、ポリヒドロキシカルボン酸またはヒドロ
キシカルボン酸である。
【０１０８】
　本発明の実施形態において、前記チューインガムは、チューインガムの少なくとも５重
量％、好ましくは、少なくとも１０重量％の量において弾性化合物を含む。
【０１０９】
　弾性化合物の量は、実際に適用されるエラストマーおよび樹脂に依存する。本発明によ
るチューインガムの良好な質感は、高Ｔｇ生分解性樹脂が、標準のチューインガム配合物
に導入されるガムベースにおいて、弾性化合物と一緒にされる場合に得られてもよいこと
が分かっている。
【０１１０】
　本発明の実施形態において、前記少なくとも１つの弾性化合物は、生分解性エラストマ
ーである。
【０１１１】
　高分解性のチューインガムを得るためには、チューインガムの樹脂部分および弾性部分
の両方が生分解性であることが好ましい。
【０１１２】
　本発明の実施形態において、前記生分解性エラストマーは、少なくとも１つのアルコー
ルまたはこの誘導体と、少なくとも１つのカルボン酸またはこの誘導体との重合により得
ることができる。
　この種の有用なエラストマーは、多数の異なるモノマーから調製されてもよい。
【０１１３】
　本発明の実施形態において、有利なエラストマーポリマーは、ジメチルテレフタレート
、ジメチルアジペート、およびジ（エチレングリコール）から調製されてもよい。本発明
の範囲内のさらなる例としては、二、三もしくはそれ以上の官能性アルコールまたはそれ
らのエステルと、二、三もしくはそれ以上の官能性脂肪族または芳香族カルボン酸または
それらのエステルとの逐次重合により一般的に調製されてもよいポリマーが挙げられる。
同様に、ヒドロキシ酸または多官能カルボン酸の無水物およびハロゲン化物がモノマーと
して使用されてもよい。重合は、直接のポリエステル化またはエステル交換を含んでもよ
く、触媒されてもよい。
【０１１４】
　その他の実施形態において、有用なエラストマー化合物としては、ラクチド、グリコリ
ド、トリメチレンカーボネート、δ－バレロラクトン、β－プロピオラクトンおよびε－
カプロラクトン等の１つまたは複数の環状エステルの重合により得られるポリエステルポ
リマーを含んでもよい。
【０１１５】
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　モノマー組成に関わらず、弾性化合物の分子量は、本発明による樹脂状高Ｔｇ生分解性
ポリマーの分子量より相当に高くてもよい。同様に、ガラス転移温度は、エラストマーに
対してはさらに低くてもよい。
【０１１６】
　本発明の実施形態において、水分含有量は、チューインガムの３重量％未満、好ましく
は、１．５重量％未満、最も好ましくは、１重量％未満である。
【０１１７】
　本発明の最も好ましい実施形態の幾つかにおいては、最終的なチューインガムにおける
低水分含有量は、ポリ（ラクチド）等の高い分解性ポリマーのチューインガム含有量の故
に、大変重要である。加水分解的分解に特に影響を受けやすいその様なポリマーを適用す
る場合、低水分含有量は、本発明によれば、チューインガムにおいては極めて望ましくな
い咀嚼前の分解を避けるためのまたは最小限にするための重要な要因であってもよい。チ
ューインガムにおける水分含有量を低く保持することによって、最終的なチューインガム
製品の品質保持を顕著に増加させてもよく、使用前の貯蔵期間は、チューインガムの味、
外観および品質を損なうことなく延長されてもよい。
【０１１８】
　したがって、本発明のチューインガムにおける特に分解性のポリマーの高い含有量によ
り、水分含有量をできるだけ低く保持することが一般的な目標である。
【０１１９】
　本発明のチューインガムは、バッチ方法等の幾つかの異なる方法により、押出しにより
、一工程方法等により製造されてもよい。
【０１２０】
　得られるチューインガム錠剤の形状は、任意の製造可能な幾何学的形状、例えば、円形
、楕円、平板、棒状等であってもよい。錠剤は、また、複数モジュラー、例えば中心充填
複数モジュラーであってもよい。
【０１２１】
　本発明によるチューインガムは、また、圧縮複数モジュラー錠剤等の様に、圧縮により
作られてもよい。
【０１２２】
　本発明の実施形態において、前記チューインガムは、香料添加剤、甘味剤、充填剤、軟
化剤、乳化剤、および活性成分を含む群から選択される１つまたは複数のチューインガム
成分を含む。
【０１２３】
　本発明の実施形態において、前記香料添加剤は、酸および、味の特徴に影響を及ぼすこ
とのできるその他の物質を含めて、天然植物成分、エッセンシャルオイル、エッセンス、
抽出物、粉末の形態における天然および合成香味料を含む。
【０１２４】
　本発明の実施形態において、前記チューインガムは、チューインガムの全重量を基準に
して、０．０１～約２５重量％の量、好ましくは、０．１～約５重量％の量において香料
添加剤を含む。
【０１２５】
　本発明の実施形態において、チューインガムは、チューインガムの約０～約２０重量％
、さらに一般的には、チューインガムの約０～約１０重量％の量において少なくとも１つ
の軟化剤を含む。
【０１２６】
　本発明によれば、軟化剤は、従来のチューインガムにおいて使用される量に相当する量
において本発明のチューインガムに有利に添加されてもよいことが分かっている。本発明
によれば、高Ｔｇの樹脂状化合物を含むチューインガムの満足な質感は、添加される軟化
剤の量が低めでも、すなわち、チューインガムの１０重量％より少ないかまたは５重量％
より少ない場合でも得られてもよい。
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【０１２７】
　本発明の実施形態において、軟化剤は、獣脂、水素化獣脂、水素化および部分的に水素
化された植物油、ココアバター、グリセロールモノステアレート、グリセロールトリアセ
テート、レシチン、モノ－、ジ－およびトリグリセリド、アセチル化モノ－またはジグリ
セリド、脂肪酸－例えば、ステアリン酸、パルミチン酸、オレイン酸およびリノール酸等
、ワックス、ＰＧＥおよびこれらの混合物の中から選択されてもよい。
【０１２８】
　本発明の実施形態において、乳化剤の量は、チューインガムの０～１８重量％の範囲で
ある。
【０１２９】
　本発明の実施形態において、チューインガムは、乳化剤と一緒にまたは乳化剤なしで提
供されてもよい。
【０１３０】
　本発明の実施形態において、前記甘味剤は、バルク甘味剤、および高強度甘味剤、およ
びこれらの組合せを含む群から選択される。
　本発明の実施形態において、チューインガムは糖を含む。
　本発明の実施形態において、チューインガムは糖を含まない。
【０１３１】
　本発明の実施形態において、前記バルク甘味剤は、チューインガムの約５～約９５重量
％、好ましくは、約２０～約８０重量％の量を構成する。
【０１３２】
　本発明によれば、バルク甘味剤は、糖甘味剤、無糖甘味剤およびこれらの組合せであっ
てもよい。
【０１３３】
　本発明の実施形態において、糖甘味剤は、スクロース、デキストロース、マルトース、
デキストリン、トレハロース、Ｄ－タガトース、乾燥転化糖、フルクトース、果糖、ガラ
クトース、コーンシロップ固体等の糖類含有化合物を単独でまたは組み合わせて含んでも
よい。
【０１３４】
　さらに、本発明の実施形態において、無糖甘味剤は、ソルビトール、マンニトール、キ
シリトール、水素化デンプン加水分解物、マルチトール、イソマルトール、エリスリトー
ル、ラクチトール等の糖アルコールを単独でまたは組み合わせて含んでもよい。
【０１３５】
　本発明の実施形態において、チューインガムは、チューインガムの約０～約１．２重量
％、好ましくは、約０．１～約０．６重量％の量において高強度甘味剤を含む。
【０１３６】
　本発明の実施形態において、高強度甘味剤は、スクラロース（ｓｕｃｒａｌｏｓｅ）、
アスパルテーム、アセスルフェーム（ａｃｅｓｕｌｆａｍｅ）の塩、アリテーム（ａｌｉ
ｔａｍｅ）、ネオテーム（ｎｅｏｔａｍｅ）、ツインスイート（ｔｗｉｎｓｗｅｅｔ）、
サッカリンおよびその塩、シクラミン酸およびその塩、グリシルリジン、ジヒドロカルコ
ン（ｄｉｈｙｄｒｏｃｈａｌｃｏｎ）、タウマチン（ｔｈａｕｍａｔｉｎ）、モネリン（
ｍｏｎｅｌｌｉｎ）、ステビオサイド（ｓｔｅｖｉｏｓｉｄｅ）を単独でまたは組み合わ
せて含んでもよい。
【０１３７】
　本発明の実施形態において、チューインガムは、チューインガムの約０～約５０重量％
、さらに一般的には、チューインガムの約１０～約４０重量％の量において充填剤を含む
。
【０１３８】
　本発明の実施形態において、チューインガムは、少なくとも１つの着色剤を含む。
　本発明の実施形態において、前記チューインガム成分は、活性成分を含む。
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【０１３９】
　本発明の実施形態において、活性成分は、医薬、経口組成物、禁煙剤、高度に効き目の
ある甘味剤、ｐＨ調整剤、栄養素、防腐剤、ミネラル、口腔および歯の手入れまたは治療
のための作用薬、栄養補助食品、その他の活性成分およびこれらの組合せの中から選択さ
れてもよい。
【０１４０】
　本発明の実施形態において、前記チューインガムは、ハードコーティング、ソフトコー
ティングおよび食用フィルムコーティングを含む群から選択される外側コーティングで被
覆される。
【０１４１】
　外側コーティングは、糖コーティングまたは無糖コーティングまたはこれらの組合せで
あってもよい。
【０１４２】
　本発明の実施形態において、外側コーティングは、ソルビトール、マルチトール、マン
ニトール、キシリトール、エリスリトール、ラクチトールおよびイソマルトを含む群から
選択されるポリオールを少なくとも５０重量％含むハードコーティングである。
【０１４３】
　本発明のさらなる実施形態において、食用フィルムコーティングは、ワックスおよび食
用フィルム形成剤、例えば、セルロース誘導体、変性デンプン、デキストリン、ゼラチン
、シェラック、アラビアゴム、ゼイン、植物ゴム、合成ポリマーおよびこれらの任意の組
合せを含む群から選択される少なくとも１つの成分を含む。
【０１４４】
　本発明の実施形態において、外側コーティングは、結合剤、水分吸収成分、フィルム形
成剤、分散剤、粘着防止成分、充填剤、香料添加剤、着色剤、薬剤としてまたは化粧品と
して活性な成分、脂質成分、ワックス成分、糖、酸および分解性ポリマーの咀嚼後の分解
を促進することのできる物質を含む群から選択される少なくとも１つの添加剤成分を含む
。
【０１４５】
　本発明の実施形態において、分解性ポリマーの咀嚼後の分解を促進することのできる物
質は、ＰＣＴ／ＤＫ２００３／０００９３９において述べられているものの中から選択さ
れる１つまたは複数の酵素であってもよい。
【０１４６】
　本発明による生分解性についての好ましい定義によれば、生分解性は、ある種の有機分
子の性質であって、それによって、自然環境に曝された場合または生体内に置かれた場合
に、これらが、酵素過程または微生物過程を介して、多くの場合、加水分解等の化学過程
との組合せにおいて反応して、単純な化合物、最終的には、二酸化炭素、窒素酸化物、メ
タン、水等を形成するものである。
【０１４７】
　本明細書の文脈において、「生分解性ポリマー」という用語は、環境的にまたは生物学
的に分解性のポリマーを意味し、チューインガムを捨てた後に、物理的、化学的および／
または生物学的分解を受けることができ、それによって、捨てられたチューインガム廃棄
物が、捨てられた場所からさらに容易に除去できるようになるか、チューインガム残留物
としては最早認識されない塊または粒子に最終的に崩壊するチューインガムベース成分を
意味する。その様な分解性ポリマーの分解または崩壊は、温度、光、水分等の物理的要因
により、酸化条件、ｐＨ、加水分解等の化学的要因により、または微生物および／または
酵素等の生物学的要因により達成または誘発されてもよい。分解生成物は、大きなオリゴ
マー、三量体、二量体および単量体であってもよい。
【０１４８】
　好ましくは、最終的な分解生成物は、小さな無機化合物、例えば、二酸化炭素、窒素酸
化物、メタン、アンモニア、水等である。
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【０１４９】
　本明細書において参照されるガラス転移温度（Ｔｇ）は、例えば、ＤＳＣ（ＤＳＣ：示
差走査熱量計）により決定される。ＤＳＣは、一般的に、ポリマーの熱転移の決定および
検討のために適用されてもよく、特に、この方法は、材料の二次転移の決定のために適用
されてもよい。Ｔｇでの転移は、二次転移、すなわち、熱容量における変化を含むが、潜
熱を有さない熱転移とみなされる。したがって、ＤＳＣは、Ｔｇを検討するために適用さ
れてもよい。別途言及しない限り、使用される加熱速度は、適用全体を通して１０℃／分
である。
【０１５０】
　別途指示されない限り、ポリマーに関して本明細書で使用される「分子量」という用語
は、ｇ／ｍｏｌにおける数平均分子量（Ｍｎ）を意味する。さらに、本明細書で使用され
る省略形のＰＤは、ポリマーの多分散性を表し、多分散性は、Ｍｗ／Ｍｎ（ここで、Ｍｗ
は、ポリマーの重量平均分子量である）として定義される。生分解性ポリマーの特徴付け
のために十分に確立されている方法は、ゲル透過クロマトグラフィー（ＧＰＣ）である。
【０１５１】
　本明細書の文脈においては、チューインガムの消費者の口中温度は、咀嚼中の習慣にお
いては身体温度よりも数度低いが、およそ人体温度であるとみなされる。口中温度よりも
高いガラス転移温度は、本明細書においては高Ｔｇと称され、これに対して、口中温度よ
りも低いＴｇは、本明細書においては低Ｔｇと称される。
【０１５２】
　本発明のチューインガムは、一般的に、水溶性バルク部分、水不溶性咀嚼可能ガムベー
ス部分および香料添加剤を含む。水溶性部分は、咀嚼中の期間を通して香料添加剤の部分
と一緒に分散する。ガムベース部分は、咀嚼の間、口の中で保持される。チューインガム
という用語は、その一般的な意味において、咀嚼形および風船形の両方を意味する。
【０１５３】
　ガムベースは、最終製品に咀嚼性を与える、チューインガムの咀嚼物質である。ガムベ
ースは、一般的に、香料添加剤および甘味剤の放出プロファイルを決め、ガム製品におい
て重要な役割を果す。
【０１５４】
　ガムの不溶性部分は、一般的に、エラストマー、ビニルポリマー、エラストマー可塑剤
、ワックス、軟化剤、充填剤、ならびに着色剤および抗酸化剤等のその他の成分の任意の
組合せを含んでもよい。
【０１５５】
　ガムベース配合物の組成は、調製される特定の生成物ならびに最終製品の所望の咀嚼性
およびその他の感覚特性に実質的に依存して変動することができる。しかしながら、上記
ガムベース成分の一般的な範囲（重量％）は、５～８０重量％の弾性化合物、５～８０重
量％のエラストマー可塑剤、０～４０重量％のワックス、５～３５重量％の軟化剤、０～
５０重量％の充填剤、および０～５重量％の抗酸化剤、着色剤等のその他の成分である。
ガムベースは、チューインガムの約５～約９５重量％を含んでもよく、さらに一般的には
、ガムベースは、ガムの１０～約６０％を含む。
【０１５６】
　エラストマーは、この成分の化学構造およびそれがその他の成分と一緒にどのように配
合されるかによって変動する、ガムに対する弾性、粘着性を与える。本発明のガムベース
およびガムにおける使用に適したエラストマーとしては、天然または合成タイプを挙げて
もよい。
【０１５７】
　エラストマー可塑剤は、ガムベースの堅さを変える。これらの変動する軟化点と共に破
断する（可塑化する）エラストマーの内部分子鎖のこれらの特異性は、ベースにおいて使
用される場合に、でき上がったガムの堅さおよび相溶性の程度を変える原因となる。これ
は、ワックスのアルカン鎖に対してさらなる弾性鎖暴露を与えようとする場合に重要であ
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ってもよい。
【０１５８】
　弾性化合物は、天然由来のものであってもよいが、好ましくは、合成によるもの、好ま
しくは、合成ポリエステルであってもよい。本発明によれば、樹脂化合物は、好ましくは
、生分解性ポリマーであり、好ましい実施形態において、樹脂化合物は、生分解性合成ポ
リエステルである。いかなる種類の天然樹脂も、本発明のチューインガムにおいては避け
られる。
【０１５９】
　本発明によれば、チューインガムは、３７℃より高い高Ｔｇを有する少なくとも１つの
生分解性ポリマーを含む。さらに、本発明によれば、これらの生分解性ポリマーは、本発
明のチューインガムにおける樹脂化合物として非常に適している。以下において、モノマ
ー組成の一連の例が与えられ、調整されたモル比において、本発明のチューインガムの一
部である高Ｔｇ生分解性ポリマー対して適用されてもよい。
【０１６０】
　本発明の異なる実施形態によれば、高Ｔｇ生分解性ポリマーは、ラクチドまたはグリコ
リドの中から選択される高Ｔｇ誘導モノマーの少なくとも１つ、ならびにできれば、ラク
トンおよび環状カーボネートの中から選択される１つまたは複数の低Ｔｇ誘導モノマーを
含んでもよい。
【０１６１】
　ラクトンモノマーは、環に沿う任意の非カルボニル炭素原子において、１つまたは複数
のアルキルまたはアリール置換基で置換された、ε－カプロラクトン、δ－バレロラクト
ン、γ－ブチロラクトン、またはβ－プロピオラクトンも含めて、ε－カプロラクトン、
δ－バレロラクトン、γ－ブチロラクトン、およびβ－プロピオラクトンの群から選択さ
れてもよい。カーボネートモノマーは、トリメチレンカーボネート、５－アルキル－１，
３－ジオキサン－２－オン、５，５－ジアルキル－１，３－ジオキサン－２－オン、また
は５－アルキル－５－アルキルオキシカルボニル－１，３－ジオキサン－２－オン、エチ
レンカーボネート、３－エチル－３－ヒドロキシメチル、プロピレンカーボネート、トリ
メチロールプロパンモノカーボネート、４，６－ジメチル－１，３－プロピレンカーボネ
ート、２，２－ジメチルトリメチレンカーボネート、および１，３－ジオキセパン－２－
オンの群から選択されてもよい。
【０１６２】
　本発明によれば、幾つかの好ましいモノマーは、高Ｔｇ誘導のＤ，Ｌ－ラクチド、Ｌ－
ラクチド、およびグリコリド等の環状モノマー、および低Ｔｇ誘導のε－カプロラクトン
、δ－バレロラクトン、トリメチレンカーボネート（ＴＭＣ）およびジオキサノンである
。
【０１６３】
　所望の高Ｔｇを得るためには、高Ｔｇ誘導モノマーのホモポリマーまたはコポリマーが
単独で使用されるか、高Ｔｇおよび低Ｔｇ誘導モノマーの組合せが使用され、その場合高
Ｔｇ誘導モノマーおよび低Ｔｇ誘導モノマー間の比が調節されることが重要である。
【０１６４】
　本発明の実施形態によれば、高Ｔｇ誘導モノマーのホモポリマーまたはコポリマーの幾
つかの例としては、次のものが挙げられてもよい：ポリ（Ｌ－ラクチド）；ポリ（Ｄ－ラ
クチド）；ポリ（Ｄ，Ｌ－ラクチド）；ポリ（メソラクチド）；ポリ（グリコリド）；ポ
リ（Ｌ－ラクチド－コ－Ｄ，Ｌ－ラクチド）；ポリ（Ｌ－ラクチド－コ－メソ－ラクチド
）；ポリ（Ｌ－ラクチド－コ－グリコリド）；ポリ（Ｄ，Ｌ－ラクチド－コ－メソ－ラク
チド）；ポリ（Ｄ，Ｌ－ラクチド－コ－グリコリド）；ポリ（メソラクチド－コ－グリコ
リド）等。
【０１６５】
　本発明のさらなる実施形態によれば、１つまたは複数の高Ｔｇ誘導モノマーおよび１つ
または複数の低Ｔｇ誘導モノマーは、一緒に重合されてもよく、高／低のモル比は、７５
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／２５～９９／１の範囲、好ましくは、８５／１５～９９／１の範囲、一般的には、９５
／５～９９／１の範囲である。換言すれば、高Ｔｇ誘導モノマーのモル比率は、得られる
ポリマーを形成するモノマーの全モル数の少なくとも７５％、好ましくは、少なくとも８
５％、一般的には、少なくとも９５％である。これらの比を維持した上で、環状モノマー
の好ましい組合せとしては、次のものが挙げられてもよい：
　Ｄ，Ｌ－ラクチド／ε－カプロラクトン、
　Ｄ，Ｌ－ラクチド／ＴＭＣ、
　Ｄ，Ｌ－ラクチド／δ－バレロラクトン、
　Ｄ，Ｌ－ラクチド／ジオキサノン、
　Ｄ，Ｌ－ラクチドと、任意の２つ、３つ、または４つの低Ｔｇ誘導モノマーとの組合せ
、
　Ｌ－ラクチド／ε－カプロラクトン、
　Ｌ－ラクチド／ＴＭＣ、
　Ｌ－ラクチド／δ－バレロラクトン、
　Ｌ－ラクチド／ジオキサノン、
　Ｌ－ラクチドと、任意の２つ、３つ、または４つの低Ｔｇ誘導モノマーとの組合せ、
　Ｄ，Ｌ－ラクチド／グリコリド／ε－カプロラクトン、
　Ｄ，Ｌ－ラクチド／グリコリド／ＴＭＣ、
　Ｄ，Ｌ－ラクチド／グリコリド／δ－バレロラクトン、
　Ｄ，Ｌ－ラクチド／グリコリド／ジオキサノン、
　Ｄ，Ｌ－ラクチド／グリコリドと、任意の２つ、３つ、または４つの低Ｔｇ誘導モノマ
ーとの組合せ、
　Ｌ－ラクチド／グリコリド／ε－カプロラクトン、
　Ｌ－ラクチド／グリコリド／ＴＭＣ、
　Ｌ－ラクチド／グリコリド／δ－バレロラクトン、
　Ｌ－ラクチド／グリコリド／ジオキサノン、
　Ｌ－ラクチド／グリコリドと、任意の２つ、３つ、または４つの低Ｔｇ誘導モノマーと
の組合せ、
　グリコリド／ε－カプロラクトン、
　グリコリド／ＴＭＣ、
　グリコリド／δ－バレロラクトン、
　グリコリド／ジオキサノン、
　グリコリドと、任意の２つ、３つ、または４つの低Ｔｇ誘導モノマーとの組合せ、
　Ｄ，Ｌ－ラクチド／Ｌ－ラクチド／ε－カプロラクトン、
　Ｄ，Ｌ－ラクチド／Ｌ－ラクチド／ＴＭＣ、
　Ｄ，Ｌ－ラクチド／Ｌ－ラクチド／δ－バレロラクトン、
　Ｄ，Ｌ－ラクチド／Ｌ－ラクチド／ジオキサノン、
　Ｄ，Ｌ－ラクチド／Ｌ－ラクチドと、任意の２つ、３つ、または４つの低Ｔｇ誘導モノ
マーとの組合せ、
　Ｄ，Ｌ－ラクチド／Ｌ－ラクチド／グリコリド／ε－カプロラクトン、
　Ｄ，Ｌ－ラクチド／Ｌ－ラクチド／グリコリド／ＴＭＣ、
　Ｄ，Ｌ－ラクチド／Ｌ－ラクチド／グリコリド／δ－バレロラクトン、
　Ｄ，Ｌ－ラクチド／Ｌ－ラクチド／グリコリド／ジオキサノン、
　Ｄ，Ｌ－ラクチド／Ｌ－ラクチド／グリコリドと、任意の２つ、３つ、または４つの低
Ｔｇ誘導モノマーとの組合せ。
【０１６６】
　上記組成によるモノマーの重合は、本発明によって、本発明のチューインガムにおける
樹脂化合物として適当である、幾つかの極めて分解性の高Ｔｇポリマーをもたらし得る。
【０１６７】
　得られる高Ｔｇ生分解性ポリマーの幾つかの例としては、ポリ（Ｌ－ラクチド－コ－ト
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リメチレンカーボネート）；ポリ（Ｌ－ラクチド－コ－イプシロン－カプロラクトン）；
ポリ（Ｄ，Ｌ－ラクチド－コ－トリメチレンカーボネート）；ポリ（Ｄ，Ｌ－ラクチド－
コ－イプシロン－カプロラクトン）；ポリ（メソ－ラクチド－コ－トリメチレンカーボネ
ート）；ポリ（メソラクチド－コ－イプシロン－カプロラクトン）；ポリ（グリコリド－
コ－トリメチレンカーボネート）；ポリ（グリコリド－コ－イプシロン－カプロラクトン
）等が挙げられてもよい。
【０１６８】
　本発明の実施形態によれば、本発明のチューインガムにおいて適用される生分解性ポリ
マーを得るための重合方法は、多官能アルコール、アミンまたは、複数の水酸基もしくは
他の反応性基を有するその他の分子もしくは化合物またはこれらの混合物等の開始剤によ
り開始されてもよい。
【０１６９】
　本発明の実施形態によれば、適当な多官能開始剤の例としては、グリセロール、トリメ
チロールプロパン、ペンタエリスリトール、ジペンタエリスリトール、およびエトキシ化
またはプロポキシ化ポリアミンが挙げられるがこれらに限定されない。
【０１７０】
　さらに、本発明の好ましい実施形態において、開始剤は二官能性であってもよく、適用
可能な二官能性開始剤の例としては、二官能性アルコールが挙げられ、非限定的例として
は、１，２－プロパンジオール、１，３－ブタンジオール、その他のアルカンジオール、
エチレングリコール、一般的に、２つの水酸基を有するアルコール、および開環重合を開
始することのできるその他の二官能性化合物が挙げられる。
【０１７１】
　さらに、本発明によれば、開始剤は、本発明のチューインガムにおいて適用されてもよ
い高Ｔｇ生分解性ポリエステルポリマーの０．０１～１．０重量％、好ましくは、０．０
５～０．８重量％の範囲において含んでもよい。
【０１７２】
　本発明の実施形態によれば、二官能性またはそれ以上の官能性である、生分解性ポリマ
ーにおける開始剤の画分は調節されてもよく、それによって、線状性および分岐の程度が
調節されてもよい。
【０１７３】
　本発明の実施形態において、二官能性開始剤は、適用される開始剤分子の全含有量の少
なくとも５０モル％を含む。これによって、顕著な線状性が、本発明による生分解性ポリ
マーに導入されてもよく、一定の所望の結晶性が得られてもよい。これによって、生分解
性ポリエステルポリマーは、エラストマー可塑剤として非常に適した性質を獲得してもよ
く、したがって、有利な生分解性樹脂が、本発明のチューインガムに提供されてもよい。
本発明の実施形態におけるチューインガムの結晶性、可塑化性および堅牢性を改善するた
めに線状性を増加するために、二官能性開始剤の含有量は、適用される開始剤分子の全含
有モル量の、例えば、６０％、７０％、８０％、９０％、または約１００％まで上げられ
てもよい。
【０１７４】
　したがって、実質的に線状のポリエステルポリマーは、本発明の実施形態により、例え
ば、５０または８０％を超える線状ポリマー鎖を含んでもよい。
【０１７５】
　本発明の生分解性高Ｔｇ樹脂ポリマーは、好ましくは、開環重合により得ることができ
る。しかしながら、製造方法は本発明の範囲に対して限定されない。一例として、ラクチ
ドの開環重合は、乳酸（例えば、α－ヒドロキシプロピオン酸）の重縮合よりも製造方法
としてはより一般的に使用される。しかしながら、これは、主に、処理条件および製造の
容易さの問題である。得られるポリマーに関しては、これらは、実質的に同じ組成および
性質で提供されてもよく、本発明によるチューインガムにおいて同等に適用可能である。
その様なポリマーの命名は、多くの場合、互換可能とみなされ、したがって、ポリ（ラク
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チド）およびポリ（乳酸）の名称は、同じポリマーに使用されてもよい。
【０１７６】
　一般的に、本発明のチューインガムにおいて使用される生分解性ポリマーは、グラフト
およびブロックポリマーを含めて、ホモポリマー、コポリマーまたはターポリマーであっ
てもよい。
【０１７７】
　本発明のチューインガムにおいてエラストマーとして適用されてもよい有用なポリマー
は、一般的に、二、三もしくはそれ以上の官能性アルコールまたはこのエステルと、二、
三もしくはそれ以上の官能性脂肪族または芳香族カルボン酸またはこのエステルとの逐次
重合により調製されてもよい。同様に、ヒドロキシ酸または多官能カルボン酸の無水物お
よびハロゲン化物がモノマーとして使用されてもよい。重合は、直接ポリエステル化また
はエステル交換を含んでもよく、触媒されてもよい。
【０１７８】
　多官能カルボン酸は、一般的に、重縮合反応媒体においては極めて限られた溶解度を有
する高融点固体であるので、多官能カルボン酸のエステルまたは無水物は、多くの場合、
この限界を解消するために使用される。さらに、カルボン酸または無水物を含む重縮合は
、追い出すのに高温を必要とする縮合体として水を生成する。したがって、多官能酸のエ
ステルのエステル交換を含む重縮合は、多くの場合、好ましい方法である。例えば、テレ
フタル酸のジメチルエステルは、テレフタル酸それ自体に代えて使用され得る。この場合
は、水よりもむしろメタノールが縮合し、メタノールは、水よりもさらに容易に追い出す
ことができる。通常、反応は、バルク（溶剤なし）において行われ、高温および真空が、
副生成物を除去し、反応を完全に進めるために使用される。
【０１７９】
　本発明のチューインガムにおいて適用されるエラストマーの調製において有用であって
もよい脂肪族多官能カルボン酸の具体的な例としては、シュウ酸、マロン酸、クエン酸、
琥珀酸、リンゴ酸、酒石酸、フマル酸、マレイン酸、グルタル酸、グルタミン酸、アジピ
ン酸、グルカル酸、ピメリン酸、スベリン酸、アゼライン酸、セバシン酸、ドデンカンジ
オン酸等が挙げられる。同様に、芳香族多官能カルボン酸の具体的な例は、テレフタル酸
、イソフタル酸、フタル酸、トリメリット酸、ピロメリット酸およびナフタレン１，４－
、２，３－、２，６－ジカルボン酸等であってもよい。
【０１８０】
　例示の目的であって限定ではない、本発明のチューインガムにおいて使用されるエラス
トマーの調製のために使用されてもよいカルボン酸誘導体の幾つかの例としては、３－ヒ
ドロキシプロピオン酸および６－ヒドロキシカプロン酸等のヒドロキシ酸および酸の無水
物、ハロゲン化物またはエステル、例えば、既に述べた酸に相当するジメチルエステルま
たはジエチルエステル、例えば、ジメチルまたはジエチルオキサレート、マロネート、ス
クシネート、フマレート、マレエート、グルタレート、アジペート、ピメレート、スベレ
ート、アゼレート、セバケート、ドデカンジオエート、テレフタレート、イソフタレート
、フタレート等のエステルを意味するエステルが挙げられる。一般的に言って、メチルエ
ステルは、高沸点アルコールが、低沸点アルコールよりも除去がさらに困難であるという
ことから、時にエチルエステルよりも好ましい。通常好ましい多官能アルコールは、例え
ば、ポリグリコールおよびポリグリセロールの様に、２～１００個の炭素原子を含む。
【０１８１】
　本発明のチューインガムにおける使用のためのエラストマーの重合においては、そのま
まで、またはこの誘導体として使用されてもよい幾つかの適用可能なアルコールの例とし
ては、エチレングリコール、１，２－プロパンジオール、１，３－プロパンジオール、１
，３－ブタンジオール、１，４－ブタンジオール、１，６－ヘキサンジオール、ジエチレ
ングリコール、１，４－シクロヘキサンジオール、１，４－シクロヘキサンジメタノール
、ネオペンチルグリコール、グリセロール、トリメチロールプロパン、ペンタエリスリト
ール、ソルビトール、マンニトール等のポリオールが挙げられる。
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【０１８２】
　一般的に、本発明のチューインガムにおいて使用されるエラストマーポリマーは、グラ
フトおよびブロックポリマーを含めて、ホモポリマー、コポリマーまたはターポリマーで
あってもよい。
【０１８３】
　本発明のガムベースに関して適用されてもよい、さらなる環境的にまたは生物学的に分
解可能なチューインガムベースポリマーのさらに適当な例としては、分解性ポリエステル
、ポリカーボネート、ポリエステルアミド、ポリペプチド、ポリリジン等のアミノ酸のホ
モポリマー、および例えば、ゼイン加水分解物を含むタンパク質加水分解物等のこの誘導
体を含めたタンパク質が挙げられる。
【０１８４】
　本発明の範囲内のチューインガムを製造するに当っての一般的な原則に基づいて、異な
る適当な成分の変化が列挙され、以下で説明される。
【０１８５】
　本発明によるチューインガムは、着色剤を含んでもよい。本発明の実施形態によれば、
チューインガムは、ＦＤ＆Ｃ－タイプ染料およびレーキ、果実および植物抽出物、二酸化
チタンおよびこれらの組合せ等の着色剤ならびに増白剤を含んでもよい。
【０１８６】
　さらに有用なチューインガムベース成分としては、抗酸化剤、例えば、ブチル化ヒドロ
キシトルエン（ＢＨＴ）、ブチルヒドロキシアニソール（ＢＨＡ）、プロピルガレートお
よびトコフェロール、および防腐剤が挙げられる。
【０１８７】
　本発明の実施形態において、チューインガムは、チューインガムの約０～約１８重量％
、さらに一般的には、チューインガムの約０～約１２重量％の量において軟化剤を含む。
【０１８８】
　軟化剤／乳化剤は、本発明によれば、チューインガムおよびガムベースの両方に添加さ
れてもよい。
【０１８９】
　ガムベース配合物は、本発明に基づいて、例えば参照として本明細書に組み込まれる国
際公開第００／２５５９８号パンフレットにおいて開示されているものを含めたスクロー
スエステル等の１つまたは複数の軟化剤、獣脂、水素化獣脂、水素化および部分的水素化
植物油、ココアバター、脱脂ココア粉末、グリセロールモノステアレート、グリセリルト
リアセテート、レシチン、モノ－、ジ－およびトリグリセリド、アセチル化モノグリセリ
ド、脂肪酸（例えば、ステアリン酸、パルミチン酸、オレイン酸およびリノール酸）およ
びこれらの組合せを含んでもよい。本明細書において使用される「軟化剤」という用語は
、ガムベースまたはチューインガム配合物を軟化し、ワックス、脂肪、油、乳化剤、界面
活性剤および溶解剤を包含する成分を表す。
【０１９０】
　ガムベースをさらに軟化し、ガムベースに好適な平滑表面を与えてその接着性を減少さ
せる水結合性をガムベースに与えるために、１つまたは複数の乳化剤が、一般的には、ガ
ムベースの０～１８重量％、好ましくは、０～１２重量％の量において組成物に通常添加
される。食用脂肪酸のモノ－およびジグリセリド、食用脂肪酸のモノ－およびジグリセリ
ドの乳酸エステルおよび酢酸エステル、アセチル化モノおよびジグリセリド、食用脂肪酸
の糖エステル、Ｎａ－、Ｋ－、Ｍｇ－およびＣａ－ステアレート、レシチン、水酸化レシ
チン等は、チューインガムベースに添加することのできる通常使用されている乳化剤の例
である。以下に定義される生物学的または薬学的に活性な成分が存在する場合は、配合物
は、活性成分を分散させ放出するためにある種の特定な乳化剤および／または溶解剤を含
んでもよい。
【０１９１】
　ワックスおよび脂肪は、チューインガムベースを調製する場合に、チューインガムベー
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スのコンシステンシーの調整のためおよび軟化のために通常使用される。本発明に関して
は、例えば、米糠ワックス、ポリエチレンワックス、石油ワックス（精製パラフィンおよ
び微結晶ワックス）、パラフィン、蜜蝋、カルナバワックス、カンデリラワックス、ココ
アバター、脱脂ココア粉末および任意の適当な油または脂肪、例えば、完全にもしくは部
分的に水素化された植物油または完全にもしくは部分的に水素化された動物性脂肪等の任
意の通常使用されている適当なタイプのワックスおよび脂肪が使用されてもよい。
【０１９２】
　本発明の実施形態において、チューインガムは、充填剤を含む。
　チューインガムベース配合物は、必要に応じて、例えば、炭酸マグネシウムおよび炭酸
カルシウム、硫酸ナトリウム、粉砕石灰、マグネシウムおよびアルミニウムシリケート、
カオリンおよび粘土等のケイ酸塩化合物、酸化アルミニウム、酸化ケイ素、タルク、酸化
チタン、リン酸カルシウム、リン酸二石灰およびリン酸三カルシウム、木材等のセルロー
スポリマー、およびこれらの組合せを含む、１つまたは複数の充填剤／組織化剤を含んで
もよい。
【０１９３】
　本発明の実施形態において、チューインガムは、チューインガムの約０～約５０重量％
、さらに一般的には、チューインガムの約１０～約４０重量％の量において充填剤を含む
。
【０１９４】
　水不溶性ガムベース部分に加えて、一般的なチューインガムは、水溶性バルク部分およ
び１つまたは複数の香料添加剤を含む。水溶性部分は、バルク甘味剤、高強度甘味剤、香
料添加剤、軟化剤、乳化剤、着色剤、酸味料、充填剤、抗酸化剤、および所望の特性を与
えるその他の成分を含んでもよい。
【０１９５】
　適当なバルク甘味剤としては、糖および無糖甘味成分の両方が挙げられる。バルク甘味
剤は、一般的に、チューインガムの約５～約９５重量％、さらに一般的には、ガムの約２
０～約８０重量％、例えば、３０～６０重量％を含む。
【０１９６】
　有用な糖甘味剤は、スクロース、デキストロース、マルトース、デキストリン、トレハ
ロース、Ｄ－タガトース、乾燥転化糖、フルクトース、レブロース、ガラクトース、コー
ンシロップ固体等を単独でまたは組み合わせて含むがこれらに限定されない、チューイン
ガム分野において通常知られている糖類含有成分である。
【０１９７】
　ソルビトールは、無糖甘味剤として使用することができる。その他の有用な無糖甘味剤
としては、マンニトール、キシリトール、水素化デンプン加水分解物、マルチトール、イ
ソマルトール、エリスリトール、ラクチトール等のその他の糖アルコールの単独または組
合せが挙げられるがこれらに限定されない。
【０１９８】
　高強度人工甘味料は、また、単独でまたは上記甘味剤と組み合わせて使用することがで
きる。好ましい高強度甘味料としては、スクラロース、アスパルテーム、アセスルフェー
ムの塩、アリテーム、ネオテーム、ツインスイート、サッカリンおよびその塩、シクラミ
ン酸およびその塩、グリシルリジン、ジヒドロカルコン、タウマチン、モネリン、ステビ
オサイド等の単独または組合せが挙げられるがこれらに限定されない。長持ちする甘味お
よび芳香認識を与えるためには、人工甘味料の少なくとも一部分をカプセル化するかさも
なければその放出を調節することが望ましい場合がある。湿潤顆粒化、ワックス顆粒化、
噴霧乾燥、噴霧冷却、流動床コーティング、コアセルベーション（ｃｏａｓｃｅｒｖａｔ
ｉｏｎ）、酵母細胞におけるカプセル化および繊維押出し等の方法は、所望の放出特性を
達成するために使用されてもよい。甘味剤のカプセル化は、また、樹脂化合物等のその他
のチューインガム成分を使用して提供することもできる。
【０１９９】
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　高強度人工甘味料の使用水準は著しく変動し、甘味剤の効能、放出速度、製品の所望の
甘味度、使用される香料の水準およびタイプならびにコストの検討等の要因に依存する。
したがって、高強度人工甘味料の活性水準は、約０～約８重量％、好ましくは、０．００
１～約５重量％と変動してもよい。カプセル化のために使用される担体が含まれる場合は
、カプセル化された甘味剤の使用水準は、比例的に高くなる。
【０２００】
　糖および／または無糖甘味剤の組合せは、本発明に従って加工されるチューインガム配
合物において使用することができる。さらに、軟化剤は、水性糖またはアルジトール溶液
等のさらなる甘味を提供してもよい。
【０２０１】
　低カロリーガムが所望される場合は、低カロリー充填剤が使用できる。低カロリー充填
剤の例としては、ポリデキストロース、ラフチロース（Ｒａｆｔｉｌｏｓｅ）、ラフチリ
ン（Ｒａｆｔｉｌｉｎ）、フラクトオリゴ糖（ＮｕｔｒａＦｌｏｒａ（登録商標））、パ
ラチノースオリゴ糖、グアーガム加水分解物（例えば、Ｓｕｎ　Ｆｉｂｅｒ（登録商標）
）、または難消化性デキストリン（例えば、Ｆｉｂｅｒｓｏｌ（登録商標））が挙げられ
る。しかしながら、その他の低カロリー充填剤も使用できる。
【０２０２】
　本発明によるチューインガムは、酸および、味の特徴に影響を及ぼすことのできる他の
物質を含めて、例えば、天然植物成分、エッセンシャルオイル、エッセンス、抽出物、粉
末の形態における天然および合成香味料を含めた芳香剤および香料添加剤を含んでもよい
。液体および粉末香料添加剤の例としては、ココナッツ、コーヒー、チョコレート、バニ
ラ、グレープフルーツ、オレンジ、ライム、メントール、甘草、キャラメル芳香、蜂蜜芳
香、ピーナッツ、クルミ、カシュー、ヘーゼルナッツ、アーモンド、パイナップル、スト
ロベリー、ラズベリー、熱帯果実、チェリー、シナモン、ペパーミント、ウインターグリ
ーン、スペアミント、ユーカリ、およびミント、リンゴ、西洋ナシ、桃、ストロベリー、
アプリコット、ラズベリー、チェリー、パイナップルおよびプラムエッセンス等の果実エ
ッセンスが挙げられる。エッセンシャルオイルとしては、ペパーミント、スペアミント、
メントール、ユーカリ、丁子油、ベイ油、アニス、タイム、ニオイヒバ油、ナツメグ、お
よび上述の果実の油が挙げられる。
【０２０３】
　チューインガム香味料は、凍結乾燥された、好ましくは、粉末、スライスまたは断片ま
たはこれらの組合せの形態にある天然香料添加剤であってもよい。粒径は、粒子の長手方
向寸法として計算して、３ｍｍ未満、２ｍｍ未満またはさらに好ましくは１ｍｍ未満であ
ってもよい。天然の香料添加剤は、粒径が約３μｍ～２ｍｍ、例えば、４μｍ～１ｍｍ等
である形態であってもよい。好ましい天然香料添加剤としては、果実、例えば、ストロベ
リー、ブラックベリーおよびラズベリーの種子が挙げられる。
【０２０４】
　種々の合成香味料、例えば、混合果実香味料等も本発明のチューインガム中心において
使用されてもよい。上記で示した通り、芳香剤は、通常使用される量よりも少ない量にお
いて使用されてもよい。芳香剤および／または香味料は、使用される芳香剤および／また
は香味料の所望の強度によって、最終製品の０．０１～約３０重量％の量において使用さ
れてもよい。好ましくは、芳香剤／香味料の含有量は、全組成の０．２～３重量％の範囲
である。
【０２０５】
　本発明の実施形態において、香料添加剤は、酸および、味の特徴に影響を及ぼすことの
できる他の物質を含めて、天然植物成分、エッセンシャルオイル、エッセンス、抽出物、
粉末の形態における天然および合成香味料を含む。
【０２０６】
　本発明によるチューインガムにおいて含まれてもよいさらなるチューインガム成分とし
ては、特に、薬学的にまたは生物学的に活性な成分が存在する場合は、界面活性剤および
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／または溶解剤が挙げられる。本発明によるチューインガム組成物において溶解剤として
使用されるための界面活性剤のタイプの例としては、Ｈ．Ｐ．Ｆｉｅｄｌｅｒ、Ｌｅｘｉ
ｋｏｎ　ｄｅｒ　Ｈｉｌｆｓｔｏｆｆｅ　ｆｕｒ　Ｐｈａｒｍａｃｉｅ、Ｋｏｓｍｅｔｉ
ｋ　ｕｎｄ　Ａｎｇｒｅｎｚｅｎｄｅ　Ｇｅｂｉｅｔｅ、６３～６４頁（１９８１年）お
よび各国の許可された食品乳化剤のリストが参照される。アニオン、カチオン、両性また
は非イオン性溶解剤が使用できる。適当な溶解剤としては、レシチン、ポリオキシエチレ
ンステアレート、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル、脂肪酸塩、食用脂肪酸
のモノおよびジグリセリドのモノおよびジアセチル酒石酸エステル、食用脂肪酸のモノお
よびジグリセリドのクエン酸エステル、脂肪酸のサッカロースエステル、脂肪酸のポリグ
リセロールエステル、内部エステル化ヒマシ油酸のポリグリセロールエステル（Ｅ４７６
）、ナトリウムステアロイルラチレート、ナトリウムラウリルスルフェートおよび脂肪酸
のソルビタンエステルおよびポリオキシエチレン化水素化ヒマシ油（例えば、ＣＲＥＭＯ
ＰＨＯＲの商品名で販売されている製品）、エチレンオキシドおよびプロピレンオキシド
のブロックコポリマー（例えば、ＰＬＵＲＯＮＩＣおよびＰＯＬＯＸＡＭＥＲの商品名で
販売されている製品）、ポリオキシエチレン脂肪族アルコールエーテル、ポリオキシエチ
レンソルビタン脂肪酸エステル、脂肪酸のソルビタンエステルおよびポリオキシエチレン
ステアリン酸エステルが挙げられる。
【０２０７】
　特に適当な溶解剤は、ポリオキシエチレンステアレート、例えば、ポリオキシエチレン
（８）ステアレートおよびポリオキシエチレン（４０）ステアレート等、ＴＷＥＥＮの商
品名で販売されているポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル、例えば、ＴＷＥＥ
Ｎ２０（モノラウレート）、ＴＷＥＥＮ８０（モノオレエート）、ＴＷＥＥＮ４０（モノ
パルミテート）、ＴＷＥＥＮ６０（モノステアレート）またはＴＷＥＥＮ６５（トリステ
アレート）、食用脂肪酸のモノおよびジグリセリドのモノおよびジアセチル酒石酸エステ
ル、食用脂肪酸のモノおよびジグリセリドのクエン酸エステル、ナトリウムステアロイル
ラチレート、ナトリウムラウリルスルフェート、ポリオキシエチレン化水素化ヒマシ油、
エチレンオキシドおよびプロピレンオキシドのブロックコポリマーおよびポリオキシエチ
レン脂肪族アルコールエーテルである。溶解剤は、単独化合物または幾つかの化合物の組
合せであってもよい。活性成分の存在下においては、チューインガムは、好ましくは、当
該技術分野において知られている担体を含んでもよい。
【０２０８】
　軟化剤として使用される乳化剤としては、獣脂、水素化獣脂、水素化および部分的水素
化植物油、ココアバター、グリセロールモノステアレート、グリセロールトリアセテート
、レシチン、モノ－、ジ－およびトリグリセリド、アセチル化モノグリセリド、脂肪酸（
例えば、ステアリン酸、パルミチン酸、オレイン酸およびリノール酸）、およびこれらの
組合せが挙げられてもよい。
【０２０９】
　本発明の実施形態によれば、チューインガムは、薬学的に、化粧品としてまたは生物学
的に活性な物質を含んでもよい。その様な活性物質の例、その包括的なリストは、例えば
、参照として本明細書に組み込まれる国際公開第００／２５５９８号パンフレットにおい
て示されている。
【０２１０】
　本発明に関して使用される活性剤は、チューインガムから放出されることが要求される
任意の物質であってもよい。風味に対して得られる効果に相当する、放出の促進速度が必
要である場合の主な物質は、完全に水不溶性である物質を含めて、一般的には、１０ｇ／
１００ｍｌより低い限られた水溶解度を有する物質である。例には、医薬、栄養補助食品
、経口組成物、禁煙剤、高強度甘味剤、ｐＨ調整剤等がある。
【０２１１】
　活性成分のさらなる例としては、パラセタモール（ｐａｒａｃｅｔａｍｏｌ）、ベンゾ
カイン（ｂｅｎｚｏｃａｉｎｅ）、シンナリジン（ｃｉｎｎａｒｉｚｉｎｅ）、メントー
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ル、カルボン（ｃａｒｖｏｎｅ）、カフェイン、クロルヘキシジンジアセテート、塩酸シ
クリジン、１，８－シネオール（ｃｉｎｅｏｌ）、ナンドロロン（ｎａｎｄｒｏｌｏｎｅ
）、ミコナゾール（ｍｉｃｏｎａｚｏｌｅ）、ミスタチン（ｍｙｓｔａｔｉｎｅ）、アス
パルテーム、フッ化ナトリウム、ニコチン、サッカリン、塩化セチルピリジウム、その他
の第四級アンモニウム化合物、ビタミンＥ、ビタミンＡ、ビタミンＤ、グリベンクラミド
（ｇｌｉｂｅｎｃｌａｍｉｄｅ）またはこれらの誘導体、プロゲステロン（ｐｒｏｇｅｓ
ｔｅｒｏｎｅ）、アセチルサリチル酸、ジメンヒドリネート（ｄｉｍｅｎｈｙｄｒｉｎａ
ｔｅ）、シクリジン、メトロニダゾール（ｍｅｔｒｏｎｉｄａｚｏｌｅ）、炭酸水素ナト
リウム、銀杏由来の活性成分、プロポリス由来の活性成分、朝鮮人参由来の活性成分、メ
タドン（ｍｅｔｈａｄｏｎｅ）、ペパーミントの油、サリチルアミド、ヒドロコルチゾン
（ｈｙｄｒｏｃｏｒｔｉｓｏｎｅ）またはアステミゾール（ａｓｔｅｍｉｚｏｌｅ）が挙
げられる。
【０２１２】
　栄養補助食品の形態における活性剤の例は、例えば、ビタミンＢ２（リボフラビン）、
Ｂ１２、葉酸、ナイアシン、ビオチン、貧溶性グリセロホスフェート、アミノ酸、ビタミ
ンＡ、Ｄ、ＥおよびＫの栄養効果を有する塩および化合物、カルシウム、リン、マグネシ
ウム、鉄、亜鉛、銅、ヨウ素、マンガン、クロム、セレン、モリブデン、カリウム、ナト
リウムまたはコバルトを含む塩、錯体および化合物の形態における無機物である。
【０２１３】
　さらに、別の国、例えば、ＵＳ　ｃｏｄｅ　ｏｆ　Ｆｅｄｅｒａｌ　Ｒｅｇｕｌａｔｉ
ｏｎｓ、Ｔｉｔｌｅ　２１、Ｓｅｃｔｉｏｎ　１８２．５０１３．１８２　５９９７およ
び１８２．８０１３～１８２．８９９７等において権限により承認されている栄養素のリ
ストが参照される。
【０２１４】
　口腔および歯の手入れまたは治療のための化合物の形態における活性剤の例は、例えば
、固定された過酸化水素および咀嚼中に尿素を放出することのできる化合物である。
【０２１５】
　防腐剤の形態における活性剤の例は、例えば、グアニジンおよびビグアニジン（例えば
、クロルヘキサジンジアセテート）の塩および化合物および限られた水溶解度を有する以
下のタイプの物質である：第四級アンモニウム化合物（例えば、セラミン、クロロキシレ
ノール、クリスタルバイオレット、クロラミン）、アルデヒド（例えば、パラホルムアル
デヒド）、デクアリンの化合物、ポリノキシリン、フェノール（例えば、チモール、パラ
クロロフェノール、クレゾール）、ヘキサクロロフェン、サリチルアニリド化合物、トリ
クロサン（ｔｒｉｃｌｏｓａｎ）、ハロゲン（ヨウ素、ヨードフォア、クロロアミン、ジ
クロロシアヌル酸塩）、アルコール（３，４－ジクロロベンジルアルコール、ベンジルア
ルコール、フェノキシエタノール、フェニルエタノール）、さらに、Ｍａｒｔｉｎｄａｌ
ｅ、Ｔｈｅ　Ｅｘｔｒａ　Ｐｈａｒｍａｃｏｐｏｅｉａ、２８ｔｈ　ｅｄｉｔｉｏｎ、５
４７～５７８頁を参照されたい；限られた水溶解度を有する金属塩、錯体および化合物、
例えば、アルミニウム塩等、（例えば、アルミニウムカリウムスルフェート　ＡｌＫ（Ｓ
Ｏ４）２、１２Ｈ２Ｏ）およびさらに、ホウ素、バリウム、ストロンチウム、鉄、カルシ
ウム、亜鉛（酢酸亜鉛、塩化亜鉛、グルコン酸亜鉛）、銅（塩化銅、硫酸銅）、鉛、銀、
マグネシウム、ナトリウム、カリウム、リチウム、モリブデン、バナジウムの塩、錯体お
よび化合物は含まれるべきである；口および歯の手入れのためのその他の組成物：例えば
、フッ素（例えば、フッ化ナトリウム、ナトリウムモノフルオロホスフェート、アミノフ
ッ化物、フッ化第一錫等）、ホスフェート、カーボネートおよびセレンを含む塩、錯体お
よび化合物。
【０２１６】
　さらに、広範囲のテスト済み化合物が記述されている、Ｊ．Ｄｅｎｔ．Ｒｅｓ．Ｖｏｌ
．２８、Ｎｏ．２、１６０～１７１頁、１９４９年を参照されたい。
【０２１７】
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　口腔におけるｐＨを調整する物質の形態における活性剤の例としては、例えば、アジピ
ン酸、琥珀酸、フマル酸等の許容される酸、またはこれらの塩あるいはクエン酸、酒石酸
、リンゴ酸、酢酸、乳酸、リン酸およびグルタル酸の塩、および炭酸塩、炭酸水素塩、リ
ン酸塩、硫酸塩またはナトリウム、カリウム、アンモニウム、マグネシウムもしくはカル
シウム、特にマグネシウムおよびカルシウムの酸化物等の許容される塩基が挙げられる。
【０２１８】
　禁煙剤の形態における活性剤の例としては、例えば、ニコチン、タバコ粉末または銀塩
、例えば、酢酸銀、炭酸銀および硝酸銀が挙げられる。
【０２１９】
　活性剤のさらなる例は、任意のタイプの医薬である。
　医薬の形態における活性剤の例としては、カフェイン、サリチル酸、サリチルアミドお
よび関連物質（アセチルサリチル酸、サリチル酸コリン、サリチル酸マグネシウム、サリ
チル酸ナトリウム）、パラセタモール、ペンタゾシン（ｐｅｎｔａｚｏｃｉｎｅ）の塩（
塩酸ペンタゾシンおよびペンタゾシンラクテート）、塩酸ブプレノルフィン（ｂｕｐｒｅ
ｎｏｒｐｈｉｎｅ）、塩酸コデインおよびリン酸コデイン、モルヒネおよびモルヒネ塩（
塩酸塩、硫酸塩、酒石酸塩）、塩酸メタドン、ケトベミドン（ｋｅｔｏｂｅｍｉｄｏｎｅ
）およびケトベミドンの塩（塩酸塩）、ベータ－遮断薬（プロプラノロール（ｐｒｏｐｒ
ａｎｏｌｏｌ））、カルシウム拮抗薬、塩酸ベラパミル（ｖｅｒａｐａｍｉｌ）、ニフェ
ジピン（ｎｉｆｅｄｉｎｐｉｎｅ）、加えて、Ｐｈａｒｍ．Ｉｎｔ．、Ｎｏｖ．８５、２
６７～２７１頁、Ｂａｒｎｅｙ　Ｈ．Ｈｕｎｔｅｒ　ａｎｄ　Ｒｏｂｅｒｔ　Ｌ．Ｔａｌ
ｂｅｒｔにおいて述べられている適当な物質およびその塩、ニトログリセリン、四硝酸エ
リトリチル、ストリキニーネおよびこの塩、リドカイン（ｌｉｄｏｃａｉｎｅ）、塩酸テ
トラカイン、塩酸エトルフィン（ｅｔｏｒｐｈｉｎｅ）、アトロピン（ａｔｒｏｐｉｎｅ
）、インスリン、酵素（例えば、パパイン、トリプシン、アミログルコシダーゼ、グルコ
ースオキシダーゼ、ストレプトキナーゼ、ストレプトドルナーゼ、デキストラナーゼ、ア
ルファアミラーゼ）、ポリペプチド（オキシトシン、ゴナドレリン（ＬＨ、ＲＨ）、酢酸
デスモプレシン（ＤＤＡＶＰ）、塩酸イソクスプリン、エルゴタミン化合物、クロロキン
（ホスフェート、スルフェート）、イソソルビド、デモキシトシン（ｄｅｍｏｘｙｔｏｃ
ｉｎ）、ヘパリンが挙げられる。
【０２２０】
　その他の活性成分としては、ベータ－ルペオール（ｌｕｐｅｏｌ）、レチゲン（Ｌｅｔ
ｉｇｅｎ）、シルデナフィル（Ｓｉｌｄｅｎａｆｉｌ）シトレートおよびそれらの誘導体
が挙げられる。
【０２２１】
　歯科製品としては、カルバミ（Ｃａｒｂａｍｉ）、ＣＰＰカゼインホスホペプチド；ク
ロルヘキシジン、クロルヘキシジンジアセテート、塩化クロルヘキシジン、クロルヘキシ
ジンジグルコネート、ヘキセテジン（Ｈｅｘｅｔｅｄｉｎｅ）、塩化ストロンチウム、塩
化カリウム、重炭酸ナトリウム、炭酸ナトリウム、粉末含有成分、フッ化物、フッ化ナト
リウム、フッ化アルミニウム、フッ化アンモニウム、フッ化カルシウム、フッ化第一錫、
その他の粉末含有成分、アンモニウムフルオロシリケート、カリウムフルオロシリケート
、ナトリウムフルオロシリケート、アンモニウムモノフルオロホスフェート、カルシウム
モノフルオロホスフェート、カリウムモノフルオロホスフェート、ナトリウムモノフルオ
ロホスフェート、オクタデセンチルアンモニウムフルオライド、ステアリルトリヒドロキ
シエチルプロピレンジアミンジヒドロフルオライド、Ａ、Ｂ１、Ｂ２、Ｂ６、Ｂ１２を含
むビタミン、葉酸、ナイアシン、パントテンシル（Ｐａｎｔｏｔｈｅｎｓｙｒｅ）、ビオ
チンＣ、Ｄ、Ｅ、Ｋが挙げられる。
【０２２２】
　無機物としては、カルシウム、リン、マグネシウム、鉄、亜鉛、銅、ヨウ素、マンガン
、クロム、セレン、モリブデンが挙げられる。その他の活性成分としては：酵素Ｑ１０＠
、銀杏、生姜、および魚油を含む天然薬剤が挙げられる。本発明は、また、セロトニン拮
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抗薬：スマトリプタン（Ｓｕｍａｔｒｉｐｔａｎ）、ゾルミトリプタン（Ｚｏｌｍｉｔｒ
ｉｐｔａｎ）、ナラトリプタン（Ｎａｒａｔｒｉｐｔａｎ）、リザトリプタン（Ｒｉｚａ
ｔｒｉｐｔａｎ）、エレトリプタン（Ｅｌｅｔｒｉｐｔａｎ）等の片頭痛薬；シクリジン
、シンナリジン、ジメンヒドラミン（Ｄｉｍｅｎｈｙｄｒａｍｉｎ）、ジフェンヒドリナ
ート（Ｄｉｆｅｎｈｙｄｒｉｎａｔ）等の吐き気止め薬；セトリジン（Ｃｅｔｒｉｚｉｎ
）、ロラチジン（Ｌｏｒａｔｉｄｉｎ）等の花粉症薬、ブプレノルフィン（Ｂｕｐｒｅｎ
ｏｒｆｉｎ）、トラマドール（Ｔｒａｍａｄｏｌ）等の鎮痛薬、ミコナゾール、アンホテ
リシンＢ（Ａｍｐｈｏｔｅｒｉｃｉｎ　Ｂ）、トリアムシノロナセトン（Ｔｒｉａｍｃｉ
ｎｏｌｏｎａｃｅｔｏｎ）等の経口疾患薬；およびシサプリド（Ｃｉｓａｐｒｉｄ）、ド
ンペリドン（Ｄｏｍｐｅｒｉｄｏｎ）、メトクロプラミド（Ｍｅｔｏｃｌｏｐｒａｍｉｄ
）薬剤の使用に関する。
【０２２３】
　活性成分は、以下に述べる化合物またはこの誘導体を含んでもよいがこれらに限定され
ない：アセトアミノフェン（Ａｃｅｔａｍｉｎｏｐｈｅｎ）、アセチルサルチルシルブプ
レノルフイン（Ａｃｅｔｙｌｓａｌｉｃｙｌｓｙｒｅ　Ｂｕｐｒｅｎｏｒｐｈｉｎｅ）、
ブロムヘキシンセルコキシブコデイン（Ｂｒｏｍｈｅｘｉｎ　Ｃｅｌｃｏｘｉｂ　Ｃｏｄ
ｅｉｎｅ）、ジフェンヒドラミン（Ｄｉｐｈｅｎｈｙｄｒａｍｉｎ）、ジクロフェナク（
Ｄｉｃｌｏｆｅｎａｃ）、エトリコキシブ（Ｅｔｏｒｉｃｏｘｉｂ）、イブプロフェン（
Ｉｂｕｐｒｏｆｅｎ）、インドメタシン（Ｉｎｄｏｍｅｔａｃｉｎ）、ケトプロフェン（
Ｋｅｔｏｐｒｏｆｅｎ）、ルミラコキシブ（Ｌｕｍｉｒａｃｏｘｉｂ）、モルヒネ、ナプ
ロキセン（Ｎａｐｒｏｘｅｎ）、オキシコドン（Ｏｘｙｃｏｄｏｎ）、パレコキシブ（Ｐ
ａｒｅｃｏｘｉｂ）、ピロキシカム（Ｐｉｒｏｘｉｃａｍ）、偽エフェドリン（Ｐｓｅｕ
ｄｏｅｆｅｄｒｉｎ）、ロフェコキシブ（Ｒｏｆｅｃｏｘｉｂ）、テノキシカム（Ｔｅｎ
ｏｘｉｃａｍ）、トラマドール（Ｔｒａｍａｄｏｌ）、バルデコキシブ（Ｖａｌｄｅｃｏ
ｘｉｂ）、炭酸カルシウム、マガルドレート（Ｍａｇａｌｄｒａｔｅ）、ジサルフィラム
（Ｄｉｓｕｌｆｉｒａｍ）、ブプロピオン（Ｂｕｐｒｏｐｉｏｎ）、ニコチン、アジトロ
マイシン（Ａｚｉｔｈｒｏｍｙｃｉｎ）、クラリトロマイシン（Ｃｌａｒｉｔｈｒｏｍｙ
ｃｉｎ）、クロトリマゾール（Ｃｌｏｔｒｉｍａｚｏｌｅ）、エリスロマイシン（Ｅｒｙ
ｔｈｒｏｍｙｃｉｎ）、テトラサイクリン（Ｔｅｔｒａｃｙｃｌｉｎｅ）、グラニセトロ
ン（Ｇｒａｎｉｓｅｔｒｏｎ）、オンダンセトロン（Ｏｎｄａｎｓｅｔｒｏｎ）、プロメ
タジン（Ｐｒｏｍｅｔａｚｉｎ）、トロピセトロン（Ｔｒｏｐｉｓｅｔｒｏｎ）、ブロム
フェニラミン（Ｂｒｏｍｐｈｅｎｉｒａｍｉｎｅ）、セテリジン（Ｃｅｔｅｒｉｚｉｎ）
、レコ－セテリジン（ｌｅｃｏ－Ｃｅｔｅｒｉｚｉｎ）、クロルシクリジン（Ｃｈｌｏｒ
ｃｙｃｌｉｚｉｎｅ）、クロルフェニラミン（Ｃｈｌｏｒｐｈｅｎｉｒａｍｉｎ）、クロ
ルフェニラミン、ジフェンヒドラミン（Ｄｉｆｅｎｈｙｄｒａｍｉｎｅ）、ドキシラミン
（Ｄｏｘｙｌａｍｉｎｅ）、フェノフェナジン（Ｆｅｎｏｆｅｎａｄｉｎ）、ガイフェネ
シン（Ｇｕａｉｆｅｎｅｓｉｎ）、ロラチジン（Ｌｏｒａｔｉｄｉｎ）、デス－ロラチジ
ン（ｄｅｓ－Ｌｏｒａｔｉｄｉｎ）、フェニルトロキサミン（Ｐｈｅｎｙｌｔｏｌｏｘａ
ｍｉｎｅ）、プロメタジン（Ｐｒｏｍｅｔｈａｚｉｎ）、ピリダミン（Ｐｙｒｉｄａｍｉ
ｎｅ）、ターフェナジン（Ｔｅｒｆｅｎａｄｉｎ）、トロキセルチン（Ｔｒｏｘｅｒｕｔ
ｉｎ）、メチルドーパ（Ｍｅｔｈｙｌｄｏｐａ）、メチルフェニデート（Ｍｅｔｈｙｌｐ
ｈｅｎｉｄａｔｅ）、塩化ベンザルコン（Ｂｅｎｚａｌｃｏｎ．Ｃｈｌｏｒｉｄｅ）、塩
化ベンゼス（Ｂｅｎｚｅｔｈ．Ｃｈｌｏｒｉｄｅ）、塩化セチルピリド（Ｃｅｔｙｌｐｙ
ｒｉｄｅ．Ｃｈｌｏｒｉｄｅ）、クロルヘキシジン、エカベット－ナトリウム（Ｅｃａｂ
ｅｔ－ｓｏｄｉｕｍ）、ハロペリドール（Ｈａｌｏｐｅｒｉｄｏｌ）、アロプリノール（
Ａｌｌｏｐｕｒｉｎｏｌ）、コルチニン（Ｃｏｌｃｈｉｎｉｎｅ）、テオフィリン（Ｔｈ
ｅｏｐｈｙｌｌｉｎｅ）、プロパノロール（Ｐｒｏｐａｎｏｌｏｌ）、プレドニソロン（
Ｐｒｅｄｎｉｓｏｌｏｎｅ）、プレドニソン（Ｐｒｅｄｎｉｓｏｎｅ）、フッ化物、尿素
、ミコナゾール、アクトート（Ａｃｔｏｔ）、グリベンクラミド（Ｇｌｉｂｅｎｃｌａｍ
ｉｄｅ）、グリピジド（Ｇｌｉｐｉｚｉｄｅ）、メトフォルミン（Ｍｅｔｆｏｒｍｉｎ）
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、ミグリトール（Ｍｉｇｌｉｔｏｌ）、レパグリニド（Ｒｅｐａｇｌｉｎｉｄｅ）、ロシ
グリタゾン（Ｒｏｓｉｇｌｉｔａｚｏｎｅ）、アポモルフィン（Ａｐｏｍｏｒｆｉｎ）、
シアリス（Ｃｉａｌｉｓ）、シデナフィル（Ｓｉｄｅｎａｆｉｌ）、バルデナフィル（Ｖ
ａｒｄｅｎａｆｉｌ）、ジフェノキシレート、シメチコン（Ｓｉｍｅｔｈｉｃｏｎｅ）、
シメチジン（Ｃｉｍｅｔｉｄｉｎｅ）、ファモチジン（Ｆａｍｏｔｉｄｉｎｅ）、ラニチ
ジン（Ｒａｎｉｔｉｄｉｎｅ）、ラチニジン（Ｒａｔｉｎｉｄｉｎｅ）、セトリジン（ｃ
ｅｔｒｉｚｉｎ）、ロラタジン（Ｌｏｒａｔａｄｉｎｅ）、アスピリン、ベンゾカイン、
デキストロメトルファン（Ｄｅｘｔｒｏｍｅｔｏｒｐｈａｎ）、エフェドリン（Ｅｐｈｅ
ｄｒｉｎｅ）、フェニルプロパノラミン（Ｐｈｅｎｙｌｐｒｏｐａｎｏｌａｍｉｎｅ）、
偽エフェドリン、シサプリド（Ｃｉｓａｐｒｉｄｅ）、ドンペリドン、メトクロプラミド
、アシクロビール（Ａｃｙｃｌｏｖｉｒ）、ジオクチルスルホスク（Ｄｉｏｃｔｙｌｓｕ
ｌｆｏｓｕｃｃ）、フェノールフタレイン、アルモトリプタン（Ａｌｍｏｔｒｉｐｔａｎ
）、エレトリプタン、エルゴタミン（Ｅｒｇｏｔａｍｉｎｅ）、ミゲア（Ｍｉｇｅａ）、
ナラトリプタン、リザトリプタン、スマトリプタン、ゾルミトリプタン、アルミニウム塩
、カルシウム塩、鉄塩、銀塩、亜鉛塩、アンホテリシンＢ、クロルヘキシジン、ミコナゾ
ール、トリアムシノロナセトニド、メラトニン（Ｍｅｌａｔｏｎｉｎｅ）、フェノバルビ
トール（Ｐｈｅｎｏｂａｒｂｉｔｏｌ）、カフェイン、ベンゾジアゼピネル（Ｂｅｚｏｄ
ｉａｚｅｐｉｎｅｒ）、ヒドロキシジン（Ｈｙｄｒｏｘｙｚｉｎｅ）、メプロバメート（
Ｍｅｐｒｏｂａｍａｔｅ）、フェニチアジン（Ｐｈｅｎｏｔｈｉａｚｉｎｅ）、ブクリジ
ン（Ｂｕｃｌｉｚｉｎｅ）、ブロメタジン（Ｂｒｏｍｅｔａｚｉｎｅ）、シンナリジン、
シクリジン、ジフェンヒドラミン、ジメンヒドリネート、ブフロメジル（Ｂｕｆｌｏｍｅ
ｄｉｌ）、アンフェタミン（Ａｍｐｈｅｔａｍｉｎｅ）、カフェイン、エフェドリン、オ
ルリスタート（Ｏｒｌｉｓｔａｔ）、フェニルエフェドリン、フェニルプロパノラミン、
偽エフェドリン、シブトラミン、ケトコナゾール、ニトログリセリン、ニスタチン（Ｎｙ
ｓｔａｔｉｎ）、プロゲステロン、テストステロン、ビタミンＢ１２、ビタミンＣ、ビタ
ミンＡ、ビタミンＤ、ビタミンＥ、ピロカルピン（Ｐｉｌｏｃａｒｐｉｎ）、アルミニウ
ムアミノアセテート、シメチジン、エソメプラゾール（Ｅｓｏｍｅｐｒａｚｏｌｅ）、フ
ァモチジン、ランソプラゾール（Ｌａｎｓｏｐｒａｚｏｌｅ）、酸化マグネシウム、ニザ
チド（Ｎｉｚａｔｉｄｅ）および／またはラチニジン。
【０２２４】
　本発明の実施形態において、香味料は、それ自体望ましくない味を有するか、配合物の
味を変える活性成分を含むチューインガムにおいて味のマスキングとして使用されてもよ
い。
【０２２５】
　チューインガムは、通常の添加剤、例えば、結合剤、酸味料、充填剤、着色剤、防腐剤
、および抗酸化剤、例えば、ブチル化ヒドロキシトルエン（ＢＨＴ）、ブチルヒドロキシ
アニソール（ＢＨＡ）、プロピルガレートおよびトコフェロール等を場合により含んでも
よい。
【０２２６】
　着色剤および増白剤は、ＦＤ＆Ｃ－タイプ染料およびレーキ、果実および植物抽出物、
二酸化チタンおよびこれらの組合せを含んでもよい。
【０２２７】
　甘味剤のための上述のカプセル化方法に使用される材料は、例えば、ゼラチン、小麦タ
ンパク質、大豆タンパク質、カゼイン酸ナトリウム、カゼイン、アラビアゴム、加工デン
プン、加水分解デンプン（マルトデキストリン）、アルギネート、ペクチン、カラゲナン
、キサンタンガム、ローカスビーンガム、キトサン、蜜蝋、カンデリラワックス、カルナ
バワックス、水素化植物油、ゼインおよび／またはスクロースを含んでもよい。
【０２２８】
　一般的に、本発明により調製されるチューインガムおよびガムベースは、生分解性ポリ
マーだけを基にすることが好ましい。
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【０２２９】
　しかしながら、本発明の範囲内においては、少量の従来の合成チューインガムエラスト
マーまたはエラストマー可塑剤（その例は、以下において述べられる）が適用されてもよ
い。
【０２３０】
　その様な一般的に非生分解性合成樹脂の例としては、ポリ酢酸ビニル、酢酸ビニル－ラ
ウリン酸ビニルコポリマーおよびこれらの混合物が挙げられる。非生分解性合成エラスト
マーの例としては、例えば、５０，０００～８０，０００の範囲を含む約１０，０００～
１，０００，０００の範囲の、ゲル透過クロマトグラフィー（ＧＰＣ）平均分子量を有す
るポリイソブチレン、イソブチレン－イソプレンコポリマー（ブチルエラストマー）、例
えば、約１：３～３：１のスチレン－ブタジエン比を有するスチレン－ブタジエンコポリ
マー、例えば、３０，０００～５０，０００の範囲を含む、例えば、３，０００～８０，
０００の範囲等の２，０００～９０，０００の範囲のＧＰＣ平均分子量を有するポリ酢酸
ビニル（ＰＶＡ）（高分子量ポリ酢酸ビニルは、一般に、風船ガムベースにおいて使用さ
れる）、ポリイソプレン、ポリエチレン、例えば、コポリマーの１０～４５重量％等の約
５～５０重量％のラウリン酸ビニル含有量を有する酢酸ビニル－ラウリン酸ビニルコポリ
マー、およびこれらの組合せ等の、Ｆｏｏｄ　ａｎｄ　Ｄｒｕｇ　Ａｄｍｉｎｉｓｔｒａ
ｔｉｏｎ、ＣＦＲ、Ｔｉｔｌｅ　２１、Ｓｅｃｔｉｏｎ　１７２，６１５、ｔｈｅ　Ｍａ
ｓｔｉｃａｔｏｒｙ　Ｓｕｂｓｔａｎｃｅｓ、Ｓｙｎｔｈｅｔｉｃに記載されている合成
エラストマーが挙げられるがこれらに限定されない。
【０２３１】
　ガムベースにおいて、高分子量を有する合成エラストマーおよび低分子量を有する合成
エラストマーを組み合わせることは業界の常識である。その様な組合せの例は、ポリイソ
ブチレンおよびスチレン－ブタジエン、ポリイソブチレンおよびポリイソプレン、ポリイ
ソブチレンおよびイソブチレン－イソプレンコポリマー（ブチルゴム）の組合せ、および
ポリイソブチレン、スチレン－ブタジエンコポリマーおよびイソブチレンイソプレンコポ
リマーの組合せ、ならびに全ての上記個々の合成ポリマーと、ポリ酢酸ビニル、酢酸ビニ
ル－ラウリン酸ビニルコポリマーのそれぞれ、およびこれらの混合物との混合物である。
【０２３２】
　本発明によるチューインガムにおいては、好ましくは適用されるべきではない天然樹脂
の例は：天然ロジンエステルであり、多くの場合、エステルガムと言われ、例えば、部分
的に水素化されたロジンのグリセロールエステル、重合したロジンのグリセロールエステ
ル、部分的に二量化されたロジンのグリセロールエステル、タリー油ロジンのグリセロー
ルエステル、部分的に水素化されたロジンのペンタエリスリトールエステル、ロジンのメ
チルエステル、部分的に水素化されたロジンのメチルエステル、ロジンのペンタエリスリ
トールエステル、アルファ－ピネン、ベータ－ピネン、および／またはｄ－リモネン由来
のテルペン樹脂等の合成樹脂および天然テルペン樹脂が挙げられる。
【０２３３】
　一般的に、チューインガムは、種々のチューインガム成分を、当該技術分野において知
られている市販のミキサーに順番に添加することにより製造されてもよい。最初の成分が
十分に混合された後、チューインガム塊は、ミキサーから放出され、例えば、ロール掛け
によってシートにしたり、塊に押出されて棒状に切断したりまたはペレットにキャスティ
ングすることにより所望の形状に成形される。
【０２３４】
　一般的に、成分は、初めにガムベースを溶融し、それを稼動ミキサーに添加することに
より混合される。着色剤、活性成分および／または乳化剤はこの時点で添加されてもよい
。グリセリン等の軟化剤も、また、シロップおよび一部の充填剤／甘味剤と一緒に、この
時点で添加されてもよい。次いで、充填剤／甘味剤のさらなる部分がミキサーに添加され
てもよい。香料添加剤は、一般的に、充填剤／甘味剤の最後の部分と一緒に添加される。
高強度甘味剤は、好ましくは、最後の部分の充填剤および香味料が添加された後に添加さ
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れる。
【０２３５】
　全体の混合手順は、一般的に、５分～１５分行われるが、さらに長い混合時間が時には
必要とされてもよい。当業者は、上述の手順の多数の変化が実施されてもよいことを認識
する。一工程方法が含まれることは、参照として本明細書に組み込まれる米国特許出願第
２００４／０１１５３０５号において記載されている。チューインガムは、押出し、圧縮
、ロール掛けにより形成され、液体および／または任意形状の固体で中心充填されてもよ
い。
【０２３６】
　本発明によるチューインガムは、また、ハードコーティング、ソフトコーティング、フ
ィルムコーティング、もしくは当該技術分野において知られている任意のコーティング、
またはその様なコーティングの組合せであってもよい外側コーティングを伴って提供され
てもよい。コーティングは、一般的に、被覆されたチューインガム片の０．１～７５重量
％を構成してもよい。
【０２３７】
　１つの好ましい外側コーティングのタイプはハードコーティングであり、この用語は、
糖コーティングおよび糖なし（または無糖）コーティングおよびこれらの組合せを含む。
ハードコーティングの目的は、消費者に好まれる甘味で歯ざわりのよい層を得ることおよ
びガム中心を保護することである。保護的糖コーティングを伴うチューインガム中心を提
供するための一般的な方法においては、ガム中心は、達成されるコーティングの段階によ
って、その他の機能的成分、例えば、充填剤、着色剤等を含んでもよい、スクロースまた
はデキストロース等の結晶性糖の水溶液を伴う適当なコーティング装置において順次に処
理される。
【０２３８】
　１つの現に好ましい実施形態において、ハードコーティング方法において適用される被
覆剤は、無糖被覆剤、例えば、ソルビトール、マルチトール、マンニトール、キシリトー
ル、エリスリトール、ラクチトールおよびイソマルトを含むポリオールまたは、例えば、
トレハロースを含む単糖類、二糖類である。
【０２３９】
　あるいはまた、無糖ソフトコーティングは、例えば、ソルビトール、マルチトール、マ
ンニトール、キシリトール、エリスリトール、ラクチトール、イソマルトおよびトレハロ
ースを含む、ポリオールまたは単糖類、二糖類のシロップを中心に交互に適用することを
含む。
【０２４０】
　さらに有用な実施形態において、フィルムコーティングは、セルロース誘導体、加工デ
ンプン、デキストリン、ゼラチン、ゼイン、シェラック、アラビアゴム、植物ゴム、合成
ポリマー等、またはこれらの組合せ等のフィルム形成剤により与えられる。
【０２４１】
　本発明の実施形態において、外側コーティングは、結合剤、水分吸収成分、フィルム形
成剤、分散剤、粘着防止成分、充填剤、香料添加剤、着色剤、薬剤としてまたは化粧品と
して活性な成分、脂質成分、ワックス成分、糖、酸からなる群から選択される少なくとも
１つの添加剤成分を含む。
【０２４２】
　本発明による、被覆されたチューインガム中心は、チューインガム中心が任意の従来の
被覆方法を使用してコーティングされることを可能にする任意の形態、形状または寸法を
有してもよい。
【０２４３】
　本発明による、被覆されたチューインガム要素のガム中心は、チューインガム中心が任
意の従来の被覆方法を使用してコーティングされることを可能にする形態、形状または寸
法を有してもよい。したがって、ガム中心は、例えば、ペレット、クッション形状ペレッ
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ト、棒状、錠剤、塊、トローチ、丸薬、ボールおよび球状から選択される形状であっても
よく、一般的には、ガム中心の重量は、０．５～５ｇであってもよい。
　以下の非限定的実施例は、本発明によるチューインガムの製造を例示する。
【実施例１】
【０２４４】
（１，２－プロパンジオールで開始される、９７％のＤ，Ｌ－ラクチドおよび３％のε－
カプロラクトンのモル比を有する生分解性樹脂ポリマーの調製）
　乾燥した窒素パージグローブボックスにおいて、乾燥１００ｍｌガラス製丸底フラスコ
に、０．２６５ｇのエチルヘキサン酸錫（ＩＩ）（Ａｌｄｒｉｃｈ　９７％）、６．４２
７ｇの１，２－プロパンジオール（Ａｌｄｒｉｃｈ　９９＋％）、および１８．６２７ｇ
のε－カプロラクトン（ＡＣＲＯＳ　９９＋％）を入れた。反応器を、１３０℃に予め加
熱したシリコーン油浴中に浸漬し、６５分間機械的に撹拌し、油浴から取り出した。ポリ
マーを、未だ温かい間に乾燥注射器に吸い上げ、２２．１７２ｇを、６７８．０６２ｇの
Ｄ，Ｌ－ラクチド（ＯＲＴＥＣ）を含む乾燥１０００ｍｌ丸底フラスコに入れた。フラス
コを、１３０℃に予め加熱したシリコーン油浴に浸漬し、取り出すまでの３００分間機械
的に撹拌した。フラスコをグローブボックスから直ちに取り出し、０～１２０Ｖ出力の６
５％に設定されたＳｔａｃｏ　Ｅｎｅｒｇｙ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ　Ｔｙｐｅ　３　Ｖａｒ
ｉａｂｌｅ　Ａｕｔｏｔｒａｎｓｆｏｒｍｅｒで調節された、予め加熱されたＧｌａｓ－
Ｃｏｌ　５００ワット／１１５ボルト加熱マントルで完全に包み込んだ。加熱された容器
を、約２分以内に、乾燥１クオートの金属包装容器中に、最終ポリマー生成物を反応器か
ら完全に放出できるように、反転した。ポリマーの特徴は、Ｔｇ＝４４℃（ＤＳＣ、１０
℃／分の加熱速度）、Ｍｎ＝１１，６５０ｇ／ｍｏｌ、およびＭｗ＝１２，４２０ｇ／ｍ
ｏｌ（ＭＡＬＬＳ検出器を接続したゲル透過クロマトグラフィー）を示す。ＰＤ＝１．０
７。
【実施例２】
【０２４５】
（１，２－プロパンジオールで開始される、９６．５％のＤ，Ｌ－ラクチドおよび３．５
％のε－カプロラクトンのモル比を有する生分解性樹脂ポリマーの調製）
　乾燥した窒素パージグローブボックスにおいて、乾燥１００ｍｌガラス製丸底フラスコ
に、０．２５２ｇのエチルヘキサン酸錫（ＩＩ）（Ａｌｄｒｉｃｈ　９７％）、３．１９
８ｇの１，２－プロパンジオール（Ａｌｄｒｉｃｈ　９９＋％）、および２３．３６６ｇ
のε－カプロラクトン（ＡＣＲＯＳ　９９＋％）を入れた。反応器を、１３０℃に予め加
熱したシリコーン油浴中に浸漬し、６５分間機械的に撹拌し、油浴から取り出した。ポリ
マーを、未だ温かい間に乾燥注射器に吸い上げ、２２．３４４ｇを、６７７．８７１ｇの
Ｄ，Ｌ－ラクチド（ＯＲＴＥＣ）を含む乾燥１０００ｍｌ丸底フラスコに入れた。フラス
コを、１３０℃に予め加熱したシリコーン油浴に浸漬し、取り出すまでの３２０分間機械
的に撹拌した。フラスコをグローブボックスから直ちに取り出し、０～１２０Ｖ出力の６
５％に設定されたＳｔａｃｏ　Ｅｎｅｒｇｙ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ　Ｔｙｐｅ　３　Ｖａｒ
ｉａｂｌｅ　Ａｕｔｏｔｒａｎｓｆｏｒｍｅｒで調節された、予め加熱されたＧｌａｓ－
Ｃｏｌ　５００ワット／１１５ボルト加熱マントルで完全に包み込んだ。加熱された容器
を、約２分以内に、乾燥１クオートの金属包装容器中に、最終ポリマー生成物を反応器か
ら完全に放出できるように、反転した。ポリマーの特徴は、Ｔｇ＝４１℃（ＤＳＣ、１０
℃／分の加熱速度）、Ｍｎ＝２０，３５０ｇ／ｍｏｌ、およびＭｗ＝２３，４８０ｇ／ｍ
ｏｌ（ＭＡＬＬＳ検出器を接続したゲル透過クロマトグラフィー）を示す。ＰＤ＝１．１
５。
【実施例３】
【０２４６】
（低Ｔｇを有する生分解性樹脂ポリマー）
　９１．５％のＤ，Ｌ－ラクチドおよび８．５％のε－カプロラクトンのモル比を有する
生分解性樹脂ポリマーを調製するために、実施例１と同様の重合を行った。ポリマーの特
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徴は、Ｔｇ＝３１℃（ＤＳＣ、１０℃／分の加熱速度）、Ｍｎ＝６５００ｇ／ｍｏｌ、お
よびＭｗ＝７６００ｇ／ｍｏｌを示す。
【実施例４】
【０２４７】
（生分解性エラストマーポリマー）
　エラストマーサンプルを、オーバーヘッド撹拌機、窒素ガス導入管、温度計、およびメ
タノールの除去のための蒸留先端を備えた５００ｍＬ樹脂ケトルを使用して製造する。ケ
トルに、８３．５０ｇ（０．４３モル）のジメチルテレフタレート、９９．２９ｇ（０．
５７モル）のジメチルアジペート、１０６．６０ｇ（１．００５モル）のジ（エチレング
リコール）および０．６ｇの酢酸カルシウム１水和物を入れる。窒素下で、混合物を撹拌
しながらゆっくりと加熱し、全ての成分を溶融する（１２０～１４０℃）。加熱および撹
拌を続け、メタノールを連続的に蒸留する。温度を、メタノールの放出が止むまで、１５
０～２００℃の範囲にゆっくりと上昇させる。加熱を中止し、内容物を約１００℃に冷却
する。反応器の蓋を除去し、溶融ポリマーを、注意深く受器に注ぐ。
【０２４８】
　ポリマーの特徴は、Ｔｇ＝－３０℃（ＤＳＣ、１０℃／分の加熱速度）、Ｍｎ＝４０，
０００ｇ／ｍｏｌ、およびＭｗ＝１９０，０００ｇ／ｍｏｌ（ＭＡＬＬＳ検出器を接続し
たゲル透過クロマトグラフィー）を示す。
【実施例５】
【０２４９】
（ガムベースおよびチューインガムの調製）
　３つの異なるガムベースを、実施例４のエラストマーポリマーと、表１において示され
る３つの異なる樹脂ポリマーとを一緒にして、実施例１～４の上記ポリマーから調製した
。
【０２５０】
【表１】

表１：％は、ガムベースの重量％を表す
【０２５１】
　ガムベースを次の様に調製する：
　エラストマーポリマーおよび樹脂ポリマーを、例えば、水平に置かれたＺ－形アームの
様な混合手段を備えた混合ケトルに添加する。ケトルは、約６０～８０℃の温度まで１５
分間予備加熱しておく。混合物を、全体の混合物が均質になるまで１０～２０分間混合す
る。次いで、混合物をパンに放出し、６０～８０℃の放出温度から室温まで冷却する。
【０２５２】
　樹脂成分のＴｇに基づいて、ガムベース番号１０１および１０２は、本明細書において
は、ガムベース番号１０３と比べて高Ｔｇ生分解性ガムベースとみなす。ガムベース番号
１０３においては、樹脂成分は約３１℃のＴｇを有し、これは口中温度よりも低く、一方
、ガムベース番号１０１および１０２においては、樹脂成分は、４４℃および４１℃のＴ
ｇを有し、これらは正常な口中温度よりも高い。
【０２５３】
　ガムベース番号１０１、１０２および１０３を、それぞれ、チューインガム番号１００



(37) JP 2008-523826 A 2008.7.10

10

20

30

40

１、１００２、および１００３において使用する。チューインガム配合物は、表２におい
て示される：
【０２５４】
【表２】

表２：％は、チューインガムの重量％を表す
【０２５５】
　ガムベースにおける樹脂成分のタイプ（それぞれ、実施例１、２、および３のポリマー
）だけを変えて、全てのチューインガムを同じ全体組成で調製する。軟化剤、乳化剤およ
び充填剤は、ガムベース調製品の一部としてポリマーに選択的に添加されてもよい。
【０２５６】
　チューインガム製品を次の様に調製する：
　ガムベースを、例えば、水平に置かれたＺ－形アームの様な混合手段を備えた混合ケト
ルに添加する。ケトルは、約４０～６０℃の温度まで１５分間予備加熱しておくか、ガム
ベースおよびケトルが約６０～８０℃の温度を有する同じミキサーにおいてガムベースの
調製後直ぐにチューインガムを一工程で作る。
【０２５７】
　ソルビトールの半分をガムベースと一緒に添加し、３分間混合する。次いで、ペパーミ
ントおよびメントールをケトルに添加し、１分間混合する。ソルビトールの残りの半分を
添加し、１分間混合する。マルチトールシロップを添加し、次いで、ワックスおよび充填
剤が添加されてもよく、ガム塊をよく混合する。軟化剤をゆっくりと添加し、７分間混合
する。次いで、アスパルテームおよびアセスルフェームをケトルに添加し、３分間混合す
る。キシリトールを添加し、３分間混合する。次いで、得られたガム混合物を放出し、例
えば、４０～４８℃の温度のパンに移す。次いで、ガムをロールに掛け、コア、スティッ
ク、ボール、キューブ、および任意のその他の所望の形状とし、場合により、包装前にコ
ーティングおよび艶出し処理をする。
　明らかに、本発明の範囲内において、その他の方法および成分は、チューインガムを製
造する方法において適用されてもよい。
【実施例６】
【０２５８】
（高Ｔｇの生分解性ポリマーを含むチューインガムの評価および分子量調節の効果）
　チューインガム番号１００１および１００２のサンプルを、幾人かの個人の被検者によ
り試験し、次の評価を得た：
【０２５９】
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【表３】

表３：高Ｔｇの生分解性ポリマーを含むチューインガムの評価
【０２６０】
　許容されるチューインガムの質感は、チューインガムに樹脂として寄与する化合物とし
ての高Ｔｇポリマーの使用により得られてもよいことが分かった。
【０２６１】
　この評価において、１００１のサンプルは、１００１における樹脂状生分解性ポリマー
のＴｇが、１００２のＴｇよりも２～３度高いにもかかわらず、最良の代替物であると判
定される。２つのサンプル間の任意の相違がＴｇによるものであれば、樹脂状ポリマーの
Ｔｇは、最も硬い質感を有するために１００１に影響を及ぼすことが期待される。反対の
状態が観察されるので、質感の説明は、それぞれに、１００１および１００２の樹脂状生
分解性ポリマーの分子量における相違によるものとして解釈されてもよい。１００２の樹
脂状ポリマーの分子量は、１００１の分子量よりも幾分高く、最終的なチューインガム番
号１００２の質感は、１００１の質感よりも幾分硬い。したがって、分子量は、チューイ
ンガムにおける高Ｔｇのその様な生分解性ポリマーの機能に著しい影響を有する可能性の
あることが分かる。
【０２６２】
　１００２のチューインガム配合物は、相対的に高いＴｇおよび分子量の両方を特徴とす
る樹脂状生分解性ポリマーを含むチューインガムの完全に許容される質感を達成するため
に調整されるべきである。現在の配合物を調整するための方法は、例えば、樹脂状生分解
性ポリマーの量をわずかに下げるか、軟化剤の量をわずかに増加することであろう。
【実施例７】
【０２６３】
（チューインガムの評価）
　次いで、チューインガム番号１００１（Ｔｇが４４℃で、Ｍｎが１１６５０ｇ／ｍｏｌ
の生分解性ポリマーを含む）を、低Ｔｇチューインガム番号１００３（Ｔｇが３１℃で、
Ｍｎが６５００の生分解性ポリマーを含む）と比較した。
【０２６４】
　１００１および１００３のサンプルを、咀嚼期間の初期段階ＡおよびＢ（Ａ：０～１分
およびＢ：１～２分）、中間段階（４～５分）、および最終段階（６～７分）の評価を含
めて、７分の咀嚼期間にわたって評価した。評価は次のパラメータを含んでいた：芳香、
爽やかさ、甘味、弾性、ボリュームおよび柔らかさ。チューインガムサンプルを、無作為
に選ばれた３つの数字番号の付いた小さな無味プラスチックカップにおいて、室温で、Ｉ
ＳＯ８５９８標準により作られた試食ブースにおいて、２１人の感覚解答者に提供してテ
ストした。テストされるパラメータのそれぞれに対して、解答者は、０が最低の採点で、
１５が最高の採点として、０～１５の自由裁量の尺度により解答者の評価を与えることが
求められた。テストされた各サンプル間で、解答者は３分の休憩が許された。
　おおよその平均的採点は、表４において示される。
【０２６５】
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【表４】

表４：感覚解答者により行われたチューインガム番号１００１および１００３の評価から
得られた平均的採点
【０２６６】
　概して、上記評価は、チューインガム番号１００１のサンプルに対して驚くべき結果を
示す。人体温度よりも十分に高い４４℃のＴｇを有するポリマーが、チューインガムに実
際に完全に適用できたことは驚くべきことであった。特に、チューインガム番号１００１
の性質が、Ｔｇの相違にもかかわらず、チューインガム番号１００３と基本的に同じ水準
であった点が注目に値する。この実験は、高Ｔｇの生分解性ポリマーが、当該技術分野内
の予想に反して、質感を相当に犠牲にすることなしに、むしろ大量にチューインガムにお
いて使用されてもよいことを明らかにする。
【０２６７】
　上記表４は、感覚解答者により与えられた評価を平均的数字で纏めたものである。しか
しながら、２１人の感覚解答者によりなされた主張に基づいてさらに評価が行われ、どの
パラメータについても小さな相違が顕著であった。
【０２６８】
　表５において、評価の結果が、５つの異なる水準で表示される：
　２は、１００１が、１００３に対して著しく改善されることを表す。
　１は、１００３サンプルに比べて、１００１サンプルの芳香における相違の兆候が観察
されたことを表す。
　０は、１００１および１００３の間に顕著な相違が存在しないことを表す。
　－１は、１００１が、相違の兆候が観察されることを示し、１００１の性質の相違の兆
候が、１００３と同じではなかったことを表す。
　－２は、１００３の芳香において、１００１および１００３との間に顕著な差が存在す
ることを表す。
【０２６９】

【表５】
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表５：それぞれ、４４および３１（℃において）のＴｇを有する生分解性ポリマーを含む
チューインガム番号１００１および１００３の間の相違点および類似点のマッピング
【０２７０】
　柔らかさだけが、全てのチューインガム段階において、１００３と比較して、１００１
において顕著に劣るものと判定された。甘味の水準は、初期段階においては２つのチュー
インガムタイプの間で同等であったが、中間段階および最終段階においては、１００１は
、１００３よりも早めに甘味を失うようであった。残りのパラメータ、すなわち、芳香、
爽やかさ、弾性、およびボリュームに関しては、概要は、最終的な相違が顕著ではなかっ
たということであった点が注目に値する。
【０２７１】
　この実験から、口中温度よりも十分に高いＴｇを特徴とする生分解性ポリマーは、チュ
ーインガムにおいて樹脂化合物として十分に適用できる可能性のあることが理解される。
実際に、この実験を根拠として、その様な樹脂状生分解性ポリマーの強度は、Ｔｇの増加
により増加されるものと考える。換言すれば、チューインガムにおける樹脂状化合物とし
ての機能は増加し、幾つかの配合物においては、高Ｔｇにより改善され得る。したがって
、口中温度よりも高いＴｇを有する生分解性ポリマーは、エラストマー可塑剤、すなわち
、チューインガムにおけるエラストマー溶剤として卓越した性質を有することが分かる。
【０２７２】
　さらに、代わりに、本発明による樹脂状生分解性ポリマーの適用によって、天然樹脂お
よび天然ゴムを回避することが可能である点が注目されるべきである。
【実施例８】
【０２７３】
（高Ｔｇを有する生分解性樹脂状ホモポリマー）
　実施例１と同様の重合を、１００％ラクチドベースポリマーを作るために、唯一のモノ
マータイプ、Ｄ，Ｌ－ラクチドから重合される生分解性樹脂状ポリマーを調製するために
行った。
【０２７４】
　ポリマーの特徴は、Ｔｇが約４０～４５℃（ＤＳＣ、１０℃／分の加熱速度）、Ｍｎ＝
６，８００ｇ／ｍｏｌ、およびＭｗ＝７，４００ｇ／ｍｏｌ（ＭＡＬＬＳ検出器を接続し
たゲル透過クロマトグラフィー）を示す。
【０２７５】
　このポリマーは、また、実施例５に相当するチューインガム配合物において樹脂状化合
物として適用可能であることが認められる。チューインガムは、さらに軟化することなし
に咀嚼でき、チューインガムの質感は、例えば、３１℃等の低Ｔｇの樹脂状生分解性ポリ
マーに比べてむしろ低めにラクチドポリマーの分子量を変えることにより調整されてもよ
い。
【実施例９】
【０２７６】
　Ｎａｔｕｒｅ　Ｗｏｒｋｓ（登録商標）ＰＬＡ　４０６０　Ｄ（無定形）ポリＤ，Ｌ－
ラクチドのホモポリマーを樹脂として用意した。このホモポリマーは、約５６℃のＴｇを
有する（Ｍｎ＝～１００，０００）。
【実施例１０】
【０２７７】
　Ｎａｔｕｒｅ　Ｗｏｒｋｓ（登録商標）ＰＬＡ　５５００　Ｄ（無定形）ポリＤ，Ｌ－
ラクチドのホモポリマーを樹脂として用意した。このホモポリマーは、約５０℃のＴｇを
有する（Ｍｎ＝～５０，０００）。
【実施例１１】
【０２７８】
（ガムベースの調製）
　ガムベースを調製する方法は、次の方法により行われる：ガムベース成分を、例えば、
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水平に置かれたＺ－形アームの様な混合手段を備えた混合ケトルに添加する。ケトルは、
約１４０℃の温度に予備加熱しておく。混合物を、全体の混合物が均質になるまで３０～
１２０分間混合する。次いで、混合物をパンに放出し、室温まで冷却する。
　表６において示される３つの異なるガムベースを調製した。
【０２７９】
【表６】

表６：重量％により表されるガムベース組成物、成分
【実施例１２】
【０２８０】
（チューインガムの調製）
　実施例１１のガムベースを、表７において示される基本組成を有する、ペパーミントで
芳香付けされたチューインガム配合物１００４～１００６の調製において使用し、ガムベ
ース１０４は、チューインガム１００４の調製のために適用され、ガムベース１０５は、
チューインガム１００５等の調製のために適用される。
【０２８１】

【表７】

表７：ペパーミント芳香を伴うチューインガム配合物。成分濃度は、重量％で与えられる
　軟化剤、乳化剤および充填剤は、ガムベース調製品の一部として選択的に添加されても
よい。
【実施例１３】
【０２８２】
　表７のチューインガムの評価。
　表７のチューインガムの質感を評価した。
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　質感は、改変された軟化系により十分に補償され、１００５および１００６の質感は許
容できるものであり、１００４と比肩できるものであったことが、概して認められた。
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